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１２月１５日～１７日
12 月定例会

12
月
定
例
会
は
、
12
月
15
日
か
ら
17
日
ま
で
の
会
期
で
開

か
れ
、
４
人
の
議
員
が
一
般
質
問
を
行
っ
た
ほ
か
、
町
長

か
ら
提
案
さ
れ
た
補
正
予
算
や
条
例
改
正
な
ど
20
議
案
を

慎
重
審
議
し
、
い
ず
れ
も
可
決
、
同
意
し
ま
し
た
。

補
正
予
算

￥
▼
一
般
会
計
補
正
予
算

歳
入
歳
出
に
９
３
８
５
万
円

を
追
加
し
、
予
算
総
額
は

86
億
５
５
９
６
万
円
。

質

疑

藤
本
議
員　

南
空
知
４
町
連

携
に
よ
る
プ
ロ
モ
ー
シ
ョ
ン

事
業
の
内
容
及
び
事
業
費

は
。

経
営
企
画
課
長　

首
都
圏

へ
の
南
々
空
知
の
Ｐ
Ｒ
事

業
を
全
額
道
補
助
を
受
け
実

施
す
る
も
の
で
、
南
空
知
４

町
の
協
議
で
そ
れ
ぞ
れ
担
当

す
る
事
業
を
決
定
し
た
。
本

町
は
航
空
会
社
の
機
内
誌
利

用
の
Ｐ
Ｒ
、
空
港
の
ラ
ウ
ン

ジ
で
の
特
産
品
の
Ｐ
Ｒ
及
び

ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
の
実
施
で

６
０
４
万
円
。
由
仁
町
は
民

間
放
送
と
の
提
携
に
よ
る
観

光
資
源
・
観
光
ル
ー
ト
の
放

送
で
９
０
０
万
円
。
南
幌

町
は
観
光
パ
ン
フ
レ
ッ
ト

及
び
ポ
ス
タ
ー
の
作
成
で

４
６
０
万
円
。

南
空
知
４
町
地
域

連
携
事
業

▼
国
民
健
康
保
険
特
別
会
計

補
正
予
算

一
般
被
保
険
者
療
養
費
及
び

出
産
育
児
一
時
金
の
増
に
よ

る
追
加

（
２
６
６
万
円
の
増
額
）

▼
後
期
高
齢
者
医
療
特
別
会

計
補
正
予
算

後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合

納
付
金
の
額
の
確
定
に
伴
う

補
正

（
51
万
円
の
増
額
）

▼
水
道
事
業
会
計
補
正
予
算

▼
下
水
道
事
業
会
計
補
正
予
算

以
上
２
件
は
、
制
度
変
更
に

よ
り
公
営
企
業
債
の
償
還
期

間
を
30
年
以
内
か
ら
経
営
的

に
有
利
な
40
年
以
内
に
変
更

条　

例

▼
栗
山
町
税
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正

▼
栗
山
町
国
民
健
康
保
険
税

条
例
の
一
部
を
改
正

以
上
２
件
の
条
例
は
地
方
税

法
の
改
正
に
伴
う
改
正

質

疑

重
山
議
員　

本
町
の
ほ
か
、

ど
の
自
治
体
が
、
ど
う
い
っ

た
事
業
を
展
開
す
る
の
か
。

ま
た
、
本
町
の
独
自
性
が
あ

る
事
業
か
。

経
営
企
画
課
長　

江
別
市
の

呼
び
か
け
に
賛
同
し
た
南
幌

町
、
由
仁
町
、
長
沼
町
、
芦

別
市
、
赤
平
市
、
三
笠
市
、

江
別
市
、
栗
山
町
の
８
市
町

に
よ
る
広
域
連
携
事
業
で
、

江
別
市
内
４
大
学
と
関
係
団

体
と
で
若
者
定
住
促
進
の
取

り
組
み
を
推
進
す
る
。
今
年

度
は
本
町
と
長
沼
町
、
江
別

市
の
３
市
町
が
試
行
的
に
事

業
を
実
施
す
る
。
本
町
は
健

康
推
進
・
子
育
て
支
援
・
冬

期
間
の
イ
ベ
ン
ト
の
３
分
野

で
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
を

実
施
す
る
。
長
沼
町
は
空
き

地
・
空
き
家
の
活
用
に
関
す

る
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を
開
催

す
る
。
江
別
市
は
大
学
と
自

治
体
を
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
す

る
団
体
を
設
置
す
る
。

▼
栗
山
町
介
護
保
険
条
例
の

一
部
を
改
正

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
導
入
に

伴
う
改
正

学
生
地
域
定
着
推
進

協
議
会

質

疑

三
田
議
員　

解
体
撤
去
工
事

は
、
設
置
業
者
を
含
め
て
実

施
す
る
と
の
こ
と
だ
っ
た

が
、
工
事
の
内
容
は
。

環
境
政
策
課
長　

低
価
格
で

短
期
間
に
、
ま
た
安
全
に
解

体
撤
去
を
行
う
た
め
、
設
置

業
者
で
は
な
く
製
造
に
関

わ
っ
た
業
者
へ
直
接
発
注
し

た
。
電
気
、
配
管
、
屋
根
修

理
等
は
町
内
業
者
へ
発
注
し

た
こ
と
で
予
算
を
下
回
り
減

額
補
正
し
た
。

炭
化
炉
解
体
撤
去
工
事

 《
討
論
》
＝
反
対
＝

重
山
議
員　

図
書
館
業
務

は
、
以
前
か
ら
指
定
管
理

業
務
に
馴
染
ま
な
い
と
反
対

し
て
お
り
、
今
回
の
一
般
会

計
補
正
予
算
は
認
め
ら
れ
な

い
。

　
な
し

 《
討
論
》
＝
賛
成
＝

主
な
内
容

事   業   名 補 正 額
ふるさと納税者記念品追加 1480 万円
ふるさと応援基金積立金追加 2000 万円
南空知４町地域連携事業 944 万円
学生地域定着推進協議会 40 万円
子どものための教育・保育給付費追加 2353 万円
道央廃棄物処理組合負担金 588 万円
炭化炉解体撤去工事減額 △ 808 万円
日出地区小規模治山調査設計 200 万円



３ くりやまぎかいだより№ 146

人
事
案
件

質

疑

重
山
議
員　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー

通
知
カ
ー
ド
が
届
い
て
い
な

い
現
状
は
。
ま
た
、
介
護
申

請
で
の
認
知
症
の
方
に
対
す

る
対
応
は
。

住
民
生
活
課
長　

12
月
15
日

現
在
で
、
２
１
７
通
が
届
い

て
い
な
い
。
交
付
率
は
96
・

４
％
。
引
き
続
き
通
知
カ
ー

ド
の
受
け
取
り
に
関
す
る
周

知
を
行
う
。

保
健
福
祉
課
長　

原
則
、
介

護
申
請
に
番
号
が
必
要
だ

が
、
特
別
な
場
合
は
引
き
続

き
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
ら

れ
る
よ
う
に
す
る
。更
新
は
、

事
業
所
の
代
理
申
請
が
可
能

で
あ
る
こ
と
か
ら
、
介
護
事

業
所
へ
周
知
す
る
。

 《
討
論
》
＝
反
対
＝

重
山
議
員　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー

制
度
は
、
国
民
の
ニ
ー
ズ
か

ら
生
ま
れ
た
も
の
で
は
な

く
、
国
が
国
民
の
資
産
や
所

得
を
把
握
し
、
税
や
社
会
保

険
料
の
徴
収
強
化
を
図
る
こ

と
と
、
一
部
の
大
企
業
の
利

益
の
た
め
に
始
ま
っ
た
も
の

で
あ
る
。
こ
の
制
度
に
関
連

す
る
企
業
か
ら
の
自
民
党
へ

の
政
治
献
金
も
明
ら
か
に
な

っ
て
い
る
。
通
知
カ
ー
ド
が

届
い
て
い
な
い
現
状
の
中
、

１
月
か
ら
制
度
を
ス
タ
ー
ト

し
て
い
い
の
か
。
過
大
な
税

金
を
投
入
し
、
今
後
も
費
用

が
か
か
り
続
け
る
が
、
そ
れ

を
超
え
る
メ
リ
ッ
ト
が
国
民

に
も
自
治
体
に
も
な
い
。
こ

の
よ
う
な
制
度
は
、
１
月
実

施
の
中
止
に
向
け
見
直
す
べ

き
で
あ
る
。

　
な
し

 《
討
論
》
＝
賛
成
＝

 磯見よし子氏
( 中央 3)

平
成
27
年
12
月
21
日
で
任
期

満
了
と
な
る
磯
見
氏
を
再
任

す
る
こ
と
に
同
意
。
任
期
は

平
成
30
年
12
月
21
日
ま
で
の

３
年
間
。

固
定
資
産
評
価
審
査

委
員
に
磯
見
氏
を
再
任

そ
の
他

▼
栗
山
公
園
及
び
夕
張
川
河

畔
広
場
に
係
る
指
定
管
理
者

の
指
定　

　

た
か
は
し
ダ
リ
ア

　
（
中
央
３
）

▼
栗
山
町
社
会
教
育
施
設
等

に
係
る
指
定
管
理
者
の
指
定

　

㈱
日
東
総
業

　
（
錦
３
）

▼
栗
山
町
社
会
体
育
施
設
に

係
る
指
定
管
理
者
の
指
定　

　

㈱
ス
イ
テ
ッ
ク

　
（
錦
３
）

▼
栗
山
町
栗
山
ダ
ム
パ
ー
ク

ゴ
ル
フ
コ
ー
ス
に
係
る
指
定

管
理
者
の
指
定

　

ク
リ
ー
ン
セ
ン
タ
ー
㈱　

　
（
中
央
３
）

▼
栗
山
町
勤
労
者
福
祉
セ
ン

タ
ー
に
係
る
指
定
管
理
者
の

指
定

　

栗
山
地
区
連
合
会　
　
　

　
（
中
央
３
）

▼
栗
山
町
行
政
手
続
に
お
け

る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る

た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関

す
る
法
律
に
基
づ
く
個
人
番

号
の
利
用
に
関
す
る
条
例

平
成
28
年
１
月
よ
り
マ
イ
ナ

ン
バ
ー
が
利
用
開
始
さ
れ
る

こ
と
に
伴
い
、「
庁
内
連
携
」

と
い
わ
れ
る
シ
ス
テ
ム
環
境

整
備
が
必
要
な
こ
と
か
ら
新

た
に
条
例
を
制
定

▼
栗
山
町
下
水
道
条
例
の
一

部
を
改
正

排
水
設
備
に
係
る
工
事
の
検

査
や
指
定
業
者
の
指
定
を
受

け
る
場
合
に
当
該
業
者
が
手

数
料
を
納
め
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
こ
と
を
新
た
に
規
定
す

る
も
の
。質

疑

重
山
議
員　

他
市
町
村
の
現

状
と
収
入
見
込
み
は
。

建
設
水
道
課
技
術
長　

本
町

は
、
企
業
会
計
を
適
用
し
て

お
り
、
特
別
会
計
で
実
施
し

て
い
る
自
治
体
に
お
い
て
も

手
数
料
を
と
っ
て
い
る
こ
と

か
ら
判
断
し
た
。
年
間
の
収

入
見
込
み
は
10
万
円
程
度
。

 《
討
論
》
＝
反
対
＝

重
山
議
員　

金
額
の
多
寡
で

は
な
く
、
現
在
の
経
済
状
況

の
中
、
新
た
な
町
民
負
担
を

伴
う
も
の
は
認
め
ら
れ
な

い
。

　
な
し

 《
討
論
》
＝
賛
成
＝

人
権
擁
護
委
員
に

井
上
氏
と
諏
訪
氏 井上善晴氏

( 松風 3)
 諏訪英敏氏
( 中里 )

平
成
28
年
３
月
31
日
で
任
期

満
了
と
な
る
井
上
氏
と
諏
訪

氏
を
再
任
す
る
こ
と
に
同

意
。
任
期
は
平
成
31
年
３
月

31
日
ま
で
の
３
年
間
。

▼
栗
山
町
い
き
い
き
交
流
プ
ラ

ザ
に
係
る
指
定
管
理
者
の
指
定

　

栗
山
町
社
会
福
祉
協
議
会

　
（
朝
日
４
）

▼
栗
山
町
図
書
館
に
係
る
指

定
管
理
者
の
指
定

　

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
く
り
や
ま

　
（
中
央
３
）

 《
討
論
》
＝
反
対
＝

重
山
議
員　

図
書
館
の
指
定

管
理
は
、
他
自
治
体
と
比
較

し
人
的
配
置
、
雇
用
状
況
が

配
慮
さ
れ
て
お
り
評
価
す
る

が
、
そ
も
そ
も
直
営
で
運
営

す
べ
き
と
思
う
。
設
置
目
的

は
教
育
機
関
で
あ
り
、
５
年

で
契
約
が
変
わ
る
運
営
で
は

安
定
的
、
継
続
的
雇
用
、
司

書
を
育
成
す
る
点
で
も
本
質

的
矛
盾
が
あ
る
。
経
費
削
減

が
目
的
の
指
定
管
理
制
度
そ

の
も
の
が
馴
染
ま
な
い
。

三
田
議
員　

選
定
委
員
会
で

十
分
に
審
査
さ
れ
、
実
績
や

経
験
も
あ
る
団
体
で
あ
る
。

ま
た
、
町
内
関
係
団
体
と
の

連
携
事
業
が
提
案
さ
れ
、
今

後
の
運
営
に
期
待
で
き
る
。

 《
討
論
》
＝
賛
成
＝

次
の
７
件
は
公
の
施
設
の
指

定
管
理
者
を
指
定
す
る
も
の

で
、
指
定
の
期
間
は
平
成
28

年
４
月
１
日
か
ら
平
成
33
年

３
月
31
日
ま
で
の
５
年
間
。
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請　

願

安
全
保
障
関
連
法
の
廃
止
を

求
め
る
意
見
書
提
出
に
関
す

る
請
願

　

提
出
者

　
　

須
田
幸
子　

佐
藤　

剛

　
　

稲
毛　

淳　

伊
達
佐
重

　
　

泉
真
沙
子　

吉
田
輝
雄

　

紹
介
議
員　
　

千
葉
清
己

　
　
　
　
　
　
　

重
山
雅
世

請
願
の
趣
旨

　

こ
の
法
律
は
、９
月
19
日
、

参
議
院
本
会
議
に
お
い
て
十

分
な
国
会
審
議
を
経
る
こ
と

な
く
可
決
・
成
立
し
、
安
倍

内
閣
が
集
団
的
自
衛
権
の
行

使
を
容
認
す
る
憲
法
解
釈
の

変
更
を
行
い
、
武
力
攻
撃
事

態
法
、
Ｐ
Ｋ
Ｏ
法
な
ど
既
存

の
10
法
律
を
一
括
改
正
す
る

平
和
安
全
法
制
整
備
法
と
、

新
法
の
国
際
平
和
支
援
法
で

あ
る
。

　

国
会
審
議
を
通
じ
て
憲
法

違
反
で
あ
る
こ
と
が
明
白
と

な
り
、
戦
闘
地
域
で
の
兵へ

い
た
ん站

活
動
、
戦
乱
の
続
く
地
域
で

の
治
安
維
持
活
動
、
核
兵
器

等
を
輸
送
で
き
る
後
方
支
援

活
動
は
、
憲
法
が
禁
じ
る
武

力
行
使
そ
の
も
の
と
な
る
。

　

圧
倒
的
多
数
の
憲
法
学

者
、
内
閣
法
制
局
長
官
経
験

者
、
最
高
裁
長
官
経
験
者
が

安
全
保
障
関
連
法
案
は
「
違

憲
」
と
断
じ
て
い
る
。

　

ま
た
、
各
種
世
論
調
査
で

も
国
民
の
多
数
が
「
反
対
」

し
、
理
解
が
得
ら
れ
て
い
な

い
。

　

国
会
審
議
で
は
、
自
衛
隊

の
内
部
文
書
が
明
ら
か
に
な

り
、
国
会
と
国
民
に
も
示
さ

れ
な
い
ま
ま
、
安
全
保
障
関

連
法
の
成
立
を
前
提
と
し
た

具
体
化
が
図
ら
れ
て
い
た
こ

と
は
重
大
な
事
態
で
、
徹
底

し
た
審
議
が
求
め
ら
れ
る
。

　

よ
っ
て
、
憲
法
の
根
幹
に

係
わ
る
こ
の
法
律
が
十
分
な

審
議
を
行
う
こ
と
な
く
成
立

し
た
こ
と
は
極
め
て
遺
憾
で

あ
る
こ
と
か
ら
、
安
全
保
障

関
連
法
を
廃
止
す
る
意
見
書

の
提
出
を
請
願
す
る
。

 請願者から意見を聴く
（12 月 16 日）

安
全
保
障
関
連
法
の
廃
止
を
求
め
る
意
見
書

提
出
に
関
す
る
請
願
で
賛
否
が
分
か
れ
る

賛
成
３
反
対
７
で
不
採
択

反
対
討
論

平
和
安
全
法
制
は
戦
争
を
さ

せ
な
い
法
制

佐
藤
議
員　

平
和
安
全

法
制
の
主
な
内
容
は
、

自
衛
隊
が
活
動
す
る
際
の
要

件
、
手
続
き
な
ど
を
定
め
る

も
の
で
、
い
か
な
る
状
況
に

際
し
て
も
切
れ
目
の
な
い
、

隙
間
の
な
い
対
応
を
可
能
と

す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
必

要
性
は
、
日
本
を
取
り
巻
く

安
全
保
障
環
境
が
変
化
し
、

核
兵
器
や
弾
道
ミ
サ
イ
ル
な

ど
が
世
界
に
拡
散
し
、
容
易

に
国
境
を
越
え
る
た
め
、
一

国
の
み
で
平
和
を
守
る
こ
と

が
で
き
な
い
時
代
と
な
っ
て

い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
状

況
に
お
い
て
、
日
本
を
守
る

た
め
に
は
、
徹
底
し
た
外
交

努
力
を
重
ね
る
こ
と
、
そ
の

上
で
十
分
な
備
え
を
持
つ
こ

と
で
あ
り
、
こ
の
備
え
が
平

和
安
全
法
制
で
あ
る
。
昨
年

の
７
月
、
憲
法
９
条
の
基
で

認
め
ら
れ
る
自
衛
の
措
置
の

限
界
を
明
確
に
し
た
新
３
要

件
が
閣
議
決
定
さ
れ
た
。
公

明
党
は
、
こ
の
新
３
要
件
の

全
て
を
平
和
安
全
法
制
に
盛

り
込
ま
せ
た
。
こ
の
こ
と
に

よ
り
可
能
と
な
る
武
力
の
行

使
は
、
日
本
を
防
衛
す
る

た
め
の
や
む
を
得
な
い
自
衛

の
措
置
で
あ
り
、
他
国
防
衛

を
目
的
と
す
る
集
団
自
衛
権

の
行
使
は
認
め
ら
れ
て
い
な

い
。
ま
た
、
国
際
平
和
支
援

法
に
基
づ
く
自
衛
隊
の
海
外

派
兵
は
、
国
際
法
上
の
正
当

性
、
国
民
の
理
解
と
国
会
関

与
、
自
衛
隊
員
の
安
全
確
保

の
３
原
則
を
盛
り
込
ま
せ
、

自
衛
隊
を
派
遣
で
き
る
の
は

国
連
決
議
等
が
あ
る
こ
と
を

絶
対
条
件
と
し
、
さ
ら
に
国

会
が
事
前
に
承
認
し
た
場
合

の
み
と
し
て
い
る
。
補
給
な

ど
の
後
方
支
援
は
、
戦
闘
行

為
が
行
わ
れ
て
い
る
現
場
で

実
施
を
す
る
も
の
で
は
く
、

あ
ら
か
じ
め
後
方
支
援
を
実

抑
止
力
や
力
対
力
で
は
解
決

で
き
な
い
問
題

千
葉
議
員　

昨
日
の
議

会
運
営
委
員
会
に
お

け
る
参
考
人
の
発
言
か
ら
、

内
容
を
話
し
た
い
と
思
う
。

終
戦
を
小
学
校
３
年
生
の
と

き
に
迎
え
た
方
か
ら
は
、
自

宅
の
側
に
中
国
人
収
容
所
が

あ
り
、
そ
こ
か
ら
夕
張
の
炭

鉱
に
強
制
労
働
さ
せ
ら
れ
、

夜
に
は
日
本
人
が
捨
て
た
残

飯
を
あ
さ
っ
て
い
た
。ま
た
、

虐
待
を
受
け
て
い
た
の
を
目

の
当
た
り
に
し
た
と
の
話
で

あ
っ
た
。
栗
山
町
に
は
、
ハ

サ
ン
ベ
ツ
に
火
薬
庫
、
町
内

に
兵
舎
が
あ
り
、
戦
争
が
色

濃
く
、嫌
な
時
代
で
あ
っ
た
。

戦
後
、「
新
し
い
憲
法
の
話
」

と
い
う
社
会
科
の
副
読
本
に

は
、
平
和
・
自
由
・
平
等
・

人
権
つ
い
て
の
記
載
の
中

賛
成
討
論

施
す
る
区
域
を
基
本
計
画
に

明
記
し
、
安
全
が
確
保
で
き

な
く
な
っ
た
場
合
は
活
動
の

一
時
休
止
、
中
断
の
規
定
も

盛
り
込
ま
れ
た
。

以
上
、
平
和
安
全
法
制
は
、

憲
法
９
条
の
下
に
あ
り
戦
争

法
で
は
決
し
て
な
い
。
一
部

の
国
民
が
戦
争
法
と
主
張
し

て
い
る
が
、
戦
争
を
さ
せ
な

い
法
制
で
あ
る
。

全
町
的
な
統
一
的
見
解
の
段

階
に
は
至
っ
て
い
な
い

藤
本
議
員　

議
会
運
営

委
員
と
し
て
採
決
に

関
わ
り
、
委
員
長
報
告
で
は

不
採
択
す
べ
き
も
の
と
決
定

が
あ
っ
た
。
い
ろ
い
ろ
な
主

義
・
主
張
が
あ
り
、
ど
こ
で

合
意
を
得
る
か
は
分
か
ら
な

い
が
、
不
採
択
す
べ
き
も
の

と
し
た
根
拠
は
、
地
方
自
治

法
第
99
条
に
お
い
て
、
地
方

議
会
が
国
に
対
し
物
を
申
す

権
利
を
保
障
さ
れ
て
い
る

が
、
そ
の
際
に
は
、
町
民
全

体
が
意
見
を
言
う
こ
と
を
一

生
懸
命
取
捨
選
択
し
な
が
ら

す
る
も
の
だ
と
考
え
て
い

る
。
今
回
の
請
願
は
、
い
ろ

ん
な
意
見
が
渦
巻
い
て
お

12 月定例会議案審議

り
、
賛
否
が
分
か
れ
て
い
る

中
で
、
全
町
的
な
統
一
的
見

解
と
い
う
段
階
ま
で
に
は
至

っ
て
い
な
い
と
い
う
判
断
か

ら
、
私
は
、
不
採
択
の
意
見

と
し
た
。
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で
、「
二
度
と
日
本
は
戦
争

を
し
な
い
」
と
の
明
記
が
あ

っ
た
こ
と
か
ら
、
希
望
を
持

ち
、
明
る
く
生
き
て
い
け
る

時
代
に
な
る
と
感
銘
を
受
け

た
と
の
話
も
あ
っ
た
。ま
た
、

別
の
参
考
人
か
ら
は
、
14
歳

で
軍
隊
に
入
り
17
歳
で
終
戦

を
迎
え
帰
還
し
た
兄
を
、
立

派
な
大
人
と
思
っ
て
い
た

が
、
当
時
は
今
の
中
高
生
の

年
代
で
あ
っ
た
。
軍
隊
時
代

の
こ
と
は
話
し
た
が
ら
な
い

が
、
苦
労
を
し
て
き
た
こ
と

が
あ
り
あ
り
と
見
ら
れ
る
と

い
う
話
が
あ
っ
た
。
も
う
一

人
の
参
考
人
か
ら
は
、
条
例

と
法
律
は
対
等
で
あ
り
、
法

律
が
間
違
っ
て
い
れ
ば
地
方

議
会
が
地
方
自
治
法
第
99
条

に
よ
り
意
見
を
述
べ
る
こ
と

が
で
き
る
こ
と
に
な
っ
て
い

る
の
で
積
極
的
に
行
う
べ
き

だ
と
い
う
意
見
が
あ
っ
た
。

今
、
平
和
を
巡
る
国
際
環
境

が
変
わ
っ
て
き
て
い
る
と
い

う
話
が
あ
っ
た
が
、
私
は
、

あ
く
ま
で
も
外
交
努
力
に
よ

っ
て
解
決
し
て
い
く
問
題
で

あ
り
、
抑
止
力
や
力
対
力
で

は
解
決
で
き
な
い
も
の
と
思

っ
て
い
る
。

戦
争
の
な
い
平
和
な
世
の
中

を
子
ど
も
た
ち
に

重
山
議
員　

反
対
討
論

の
中
で
、
憲
法
９
条

だ
け
で
は
日
本
を
守
れ
な

い
。
さ
ら
に
、
一
国
だ
け
で

は
平
和
を
守
れ
な
い
と
い
う

話
が
あ
っ
た
。
戦
争
は
、
平

和
や
安
全
と
い
う
枕
詞
と
一

緒
に
や
っ
て
く
る
と
聞
い
た

こ
と
が
あ
る
が
、
ま
さ
に
そ

の
と
お
り
だ
と
思
う
。

イ
ラ
ク
戦
争
で
は
、
後
方
支

援
で
自
衛
隊
が
参
加
し
、
宿

営
地
付
近
に
爆
弾
が
飛
ん
で

き
た
が
、
憲
法
９
条
が
歯
止

め
と
な
り
、
武
器
を
使
わ
な

か
っ
た
か
ら
こ
そ
自
衛
隊
員

の
命
が
守
ら
れ
た
と
元
防
衛

官
僚
が
話
し
て
い
た
。

ま
た
、
全
町
的
な
町
民
の
総

意
を
図
る
点
で
は
、
ま
ず

は
、
自
身
が
こ
の
法
案
が
憲

法
違
反
で
あ
る
か
ど
う
か
の

立
場
を
明
確
に
す
る
必
要
が

あ
る
。
請
願
の
中
に
、
多
く

の
憲
法
学
者
や
弁
護
士
、
内

閣
法
制
局
長
経
験
者
や
元
最

高
裁
長
官
な
ど
の
有
識
者
が

違
憲
だ
と
断
じ
て
い
る
。
世

論
調
査
の
結
果
で
も
、
今
国

会
で
成
立
さ
せ
る
べ
き
で
は

な
い
と
い
う
声
が
６
割
を
超

え
、
政
府
の
説
明
が
不
十
分

と
い
う
声
が
８
割
を
超
え

た
。
こ
れ
が
国
民
の
声
で
あ

り
、町
民
の
声
で
は
な
い
か
。

そ
の
声
に
応
え
る
の
も
議
員

の
務
め
で
は
な
い
か
。

歴
代
政
権
で
も
憲
法
９
条
の

下
で
は
集
団
的
自
衛
権
は
行

使
で
き
な
い
と
し
て
き
た
解

釈
が
ひ
っ
く
り
返
さ
れ
た
。

立
憲
主
義
の
基
本
は
、
憲
法

は
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

こ
と
で
、
権
力
は
憲
法
に
よ

っ
て
規
制
さ
れ
る
も
の
だ

が
、
そ
の
基
本
が
壊
さ
れ
、

権
力
が
憲
法
を
無
視
し
て
暴

走
し
始
め
る
と
独
裁
政
治
の

始
ま
り
で
あ
る
。
こ
の
戦
争

法
に
盛
り
込
ま
れ
た
戦
闘
地

域
で
の
兵へ

い
た
ん站
、
戦
乱
が
続
く

地
域
で
の
治
安
活
動
、
米
軍

防
護
の
た
め
の
武
器
使
用
や

集
団
的
自
衛
権
行
使
そ
の
も

の
が
憲
法
９
条
を
蹂

じ
ゅ
う
り
ん

躙
す
る

も
の
で
あ
る
。

安
全
保
障
環
境
が
変
わ
っ
た

と
い
う
点
で
は
、
国
会
で
共

産
党
議
員
が
「
中
国
を
脅
威

と
み
な
し
て
い
る
か
」
と
い

う
質
問
に
、
岸
田
外
務
大
臣

は
「
脅
威
と
み
な
し
て
い
な

い
」と
答
弁
し
た
。
し
か
し
、

マ
ス
コ
ミ
を
利
用
し
中
国
脅

威
論
、
北
朝
鮮
脅
威
論
を

流
し
続
け
、
世
論
誘
導
し
て

い
る
。
憲
法
学
者
等
が
違
憲

と
し
た
こ
と
は
極
め
て
重
要

で
、
政
治
に
立
憲
主
義
と
民

主
主
義
を
取
り
戻
す
国
民
的

な
大
義
を
持
っ
た
課
題
を
、

町
民
の
代
表
と
し
て
、思
想
・

信
条
の
違
い
を
乗
り
越
え
、

議
会
の
責
任
と
良
識
を
町
民

に
示
し
、
戦
争
の
な
い
平
和

な
世
の
中
を
子
ど
も
た
ち
に

引
き
継
い
で
い
き
た
い
。

採
択　

賛
成
３
反
対
７

結
果　

不
採
択陳　

情

「
介
護
報
酬
の
再
改
定
を
求

め
る
意
見
書
」
採
択
を
求
め

る
陳
情

　

提
出
者　
　

鈴
木　
　

緑

　
　
　
　
　
　

畠
山　

恭
幸

陳
情
の
趣
旨

　

平
成
27
年
４
月
実
施
の
介

護
報
酬
は
、
マ
イ
ナ
ス
４
・

48
％
の
大
幅
な
マ
イ
ナ
ス
改

定
と
な
っ
た
。
特
別
養
護
老

人
ホ
ー
ム
が
基
本
報
酬
で
５

％
超
、
小
規
模
デ
イ
サ
ー
ビ

ス
で
は
約
10
％
、
予
防
通
所

介
護
・
予
防
通
所
リ
ハ
ビ
リ

に
至
っ
て
は
20
％
を
超
え
る

マ
イ
ナ
ス
改
定
と
な
り
、
事

業
の
継
続
が
困
難
に
な
っ
て

い
る
。
全
国
各
地
で
は
、
既

に
事
業
所
の
閉
鎖
・
撤
退
が

始
ま
り
、
地
域
に
よ
っ
て
は

こ
の
こ
と
が
住
民
か
ら
介
護

サ
ー
ビ
ス
を
奪
う
事
態
と
な

っ
て
い
る
。
社
会
保
障
の
充

実
の
た
め
に
消
費
税
を
増
税

を
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

改
定
は
許
さ
れ
な
い
。

　

厚
生
労
働
省
は
、
切
り
下

げ
の
理
由
を
「
社
会
福
祉
法

人
の
内
部
留
保
」
と
し
て
い

る
が
、
都
市
部
の
一
握
り
の

事
業
者
を
例
に
挙
げ
「
介
護

は
儲
か
っ
て
い
る
」
と
の
判

断
は
明
確
な
誤
り
で
、
過
疎

地
を
抱
え
る
北
海
道
で
は
利

用
者
確
保
も
難
し
く
、
事
業

所
の
撤
退
が
相
次
ぎ
訪
問
看

護
な
ど
の
サ
ー
ビ
ス
が
利
用

で
き
な
い
自
治
体
も
あ
る
。

　

ま
た
、処
遇
改
善
加
算
は
、

介
護
職
が
対
象
だ
が
、
看
護

師
・
ケ
ア
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
な

ど
多
様
な
職
種
が
あ
り
全
体

 陳情者から意見を聴く
（12 月 16 日）

の
バ
ラ
ン
ス
の
取
れ
た
処
遇

改
善
に
は
、
介
護
報
酬
の
引

き
上
げ
が
必
要
で
あ
る
。

　

国
が
「
医
療
介
護
総
合

法
」
で
、
介
護
保
険
制
度
の

運
営
自
体
を
自
治
体
に
丸
投

げ
し
よ
う
と
す
る
中
、
住
民

の
介
護
を
守
り
、
地
域
の
介

護
資
源
を
維
持
さ
せ
る
た
め

に
は
、介
護
経
営
の
維
持
と
、

確
保
が
困
難
で
あ
る
介
護
労

働
者
の
大
幅
な
処
遇
改
善
が

実
施
可
能
な
利
用
者
負
担
に

よ
ら
な
い
介
護
報
酬
の
「
大

幅
プ
ラ
ス
改
定
」
で
の
見
直

し
が
不
可
欠
で
あ
る
。

　

以
上
の
実
態
を
踏
ま
え
、

次
年
度
予
算
編
成
に
向
け
、

誰
も
が
安
心
し
て
利
用
で
き

る
介
護
制
度
の
実
現
を
基
本

に
し
た
「
介
護
報
酬
の
見
直

し
を
求
め
る
意
見
書
」
の
提

出
を
求
め
る
。

採
択　

賛
成
10
反
対
０

結
果　

採
択
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Ｔ
Ｐ
Ｐ
「
合
意
」
内
容
の

徹
底
し
た
情
報
公
開
と
検

証
を
求
め
る
意
見
書

【
要
旨
】　

Ｔ
Ｐ
Ｐ
交
渉
は
、

10
月
５
日
に
米
国
で
の
閣
僚

会
合
で
、
大
筋
合
意
に
至
っ

た
と
発
表
さ
れ
た
。
政
府
の

「
合
意
」
内
容
は
、
農
林
水

産
物
は
全
体
の
８
割
が
対
象

と
な
り
、
聖
域
と
さ
れ
た
米

や
麦
、
牛
肉
・
豚
肉
、
乳
製

品
、
さ
と
う
・
で
ん
粉
の
重

要
５
品
目
に
つ
い
て
も
３
割

が
関
税
撤
廃
と
な
り
、
か
つ

て
経
験
し
た
こ
と
が
な
い
農

畜
産
物
市
場
の
開
放
と
な
っ

て
い
る
。

農
林
業
が
基
幹
産
業
で
あ
る

本
町
で
は
、
こ
の
結
果
に
対

し
、
農
業
者
を
は
じ
め
多
く

の
人
々
に
、
失
望
感
が
漂
っ

て
い
る
。

Ｔ
Ｐ
Ｐ
は
、
関
税
な
ど
物
品

市
場
ア
ク
セ
ス
だ
け
で
は
な

く
、
食
の
安
全
・
安
心
や
投

資
、
金
融
サ
ー
ビ
ス
な
ど
の

分
野
に
ま
た
が
る
広
範
な
経

済
連
携
協
定
で
あ
る
に
も
か

意
見
書

か
わ
ら
ず
、
守
秘
義
務
を
盾

に
、
情
報
の
開
示
や
国
民
的

議
論
が
な
い
ま
ま
、
国
内
対

策
の
論
議
を
進
め
て
い
る
。

し
か
し
、「
合
意
」の
内
容
は
、

食
料
安
全
保
障
の
観
点
を
含

め
国
会
決
議
と
の
整
合
性
が

問
わ
れ
る
農
産
物
関
税
の
扱

い
、
さ
ら
に
、
衛
生
植
物
検

疫
措
置
や
医
療
制
度
な
ど
、

国
民
の
暮
ら
し
に
係
る
疑
念

が
解
消
さ
れ
て
い
な
い
。

よ
っ
て
、
政
府
は
、
国
会
で

の
承
認
手
続
き
に
入
る
前
に

徹
底
し
た
情
報
公
開
を
行

い
、
Ｔ
Ｐ
Ｐ
合
意
内
容
と
影

響
な
ど
に
つ
い
て
国
民
に
対

す
る
説
明
責
任
を
果
た
す
こ

と
。
ま
た
、
衆
参
両
院
の
農

林
水
産
委
員
会
に
お
け
る
国

会
決
議
と
の
整
合
性
に
つ
い

て
真
摯
に
徹
底
し
た
検
証
を

行
う
こ
と
。
そ
の
結
果
、
国

会
決
議
に
違
反
す
る
と
判
断

さ
れ
た
場
合
は
、
速
や
か
に

Ｔ
Ｐ
Ｐ
合
意
を
撤
回
す
る
こ

と
を
強
く
要
望
す
る
。

※
右
記
の
ほ
か
、
採
択
さ
れ

た
陳
情
「
介
護
報
酬
の
再
改

定
を
求
め
る
意
見
書
」
も
関

係
省
庁
へ
提
出

議　件　名
結

果

大

西

友

成

楢

﨑

佐

藤

重

山

置

田

大

井

千

葉

土

井

三

田

藤

本

鵜

川

平成２７年度栗山町一般会計補正予算（第７号） 可 ○ ○ 欠 ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ―

栗山町行政手続における特定の個人を識別するための番号
の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例 可 ○ ○ 欠 ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ―

栗山町国民健康保険税条例等の一部を改正する条例 可 ○ ○ 欠 ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ―

栗山町介護保険条例の一部を改正する条例 可 ○ ○ 欠 ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ―

栗山町下水道条例の一部を改正する条例 可 ○ ○ 欠 ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ―

栗山町図書館に係る指定管理者の指定について 可 ○ ○ 欠 ○ × ○ ○ ○ × ○ ○ ―

安全保障関連報の廃止を求める意見書提出に関する請願 不 × × 欠 × ○ × × ○ × ○ × ―

賛
否
の
公
表

可：可決　不：不採択　○：賛成　×：反対　欠：欠席

栗山町議会は、議員の活動に対して町民の評価が的確になされるよう情報の提供に
努めるため、議案などに対する各議員の態度を公表しています。

※鵜川和彦議員は議長のため採決に加わっていません。
※掲載されていない議案はすべて全員賛成

賛否の公表

12 月定例会議案審議

議会中継をご自宅で見ることができます
議会では、インターネットによるライブ中継（生中継）と録画配信を
しています。栗山町議会ホームページからご覧ください。
http://www.town.kuriyama.hokkaido.jp/gikai/index.html
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議　件　名
結

果

大

西

友

成

楢

﨑

佐

藤

重

山

置

田

大

井

千

葉

土

井

三

田

藤

本

鵜

川

平成２７年度栗山町一般会計補正予算（第 6 号） 可 ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ―

■平成 27 年度一般会計補正予算
６０１０万円を追加し、総額は８５億６２１１万円。
－主な内容－
・社会保障 ・ 税番号制度システム整備　９６９万円
・くりやまちょうＰＲ隊事業　　              ４８８万円
・くりやま若者シティプロモーション事業
　　　　　　　　　　　　　　　　　 ５４０万円
・高齢者インフルエンザ予防接種事業追加
　　　　　　　　　　　　　　　　　  １０６万円
・堆肥化施設ミニショベル更新                ２２７万円
・地域ふれあいプレミアム付商品券発行事業追加
　　　　　　　　　　　　　　　　　  ４７５万円
・町道湯地継立線道路改良工事追加等   ７５０万円
・対外競技派遣費追加（中学校費）　　     ６３万円
・災害復旧費　　　　　　　　　　　２０３０万円

一般会計他２特別会計の補正予算が可決、また、道央廃棄物処理組合議会議員選挙が行われ、鵜川和
彦議員、藤本光行議員が選出されました。

重山議員　マイナンバー制度は、個人情報の漏えいや不正利用の疑念が拭えない。国民の所得や資産を掌握し、
徴税の強化とともに、社会保障のチェックをするためのものだと思う。導入コストの割に便益があるのか説明が尽く
されていない。この制度の廃止に向けた検討と議論こそ必要である。

 《討論》＝反対＝

 《討論》＝賛成＝ な　し

賛否の公表

重山議員　くりやまちょうＰＲ隊の人数とくりやま若
者シティプロモーション事業の内容は。
経営企画課長　くりやまちょうＰＲ隊は、栗山町まち・
ひと・しごと創生総合戦略の基本戦略に基づき導入す
る事業で、ふるさと納税の推進を図る隊員、観光振
興・移住促進を図る隊員、若者定住を推進する隊員の
３分野で２名ずつ合計６名を考えている。
若者定住推進室長　くりやま若者シティプロモーショ
ン事業は、町内の若者・子育て世代のまちへの愛着
の醸成を図り、若者自らがまちの魅力を効果的に発信
していくことによって、栗山に住みたい、住み続けたい
と思うブランドイメージの定着化を図る事業で、今年
度は本町の現状把握の調査分析とフェイスブックの内
容検討、次年度は町民によるプロモーション推進隊を
立ち上げ、戦略プランを策定していく。それらに係る
業務を専門業者に委託するものである。

■平成 27 年度栗山町国民健康保険特別会計
    補正予算
－主な内容－
・高齢者インフルエンザ予防接種事業追加
　　　　　　　　　　　　　　　　         ３４万円
■平成 27 年度北海道介護福祉学校特別会計
     補正予算
－主な内容－
・介護のしごと魅力アップ事業追加      ２２２万円

※マイナンバー制度に伴う一般会計補正予算に係る討論

地域経済活性化・地方創生対策費

質 疑

楢﨑議員　プレミアム商品券の申込み状況と追加
分の財源は。
ブランド推進課長　４４００セットの申込みがあり、
道との協議の結果、本町の要望分全てを受け入れて
くれることとなった。財源は、全額道補助となって
いる。

地域ふれあいプレミアム商品券発行事業



12 月定例会　一般質問

４議員が一般質問
重山雅世 議員

千葉清己 議員

土井道子 議員

町
政
に

こ
こ
が
聞
き
た
い

①本町農業におけるＩＣＴ利活用の推進を

①やさしさが魅力の町を
②子ども医療費助成制度の拡充を

①非核・平和のまち宣言の具体化を

くりやまぎかいだより№ 146

①多子世帯に対する保育料負担軽減を
②栗の活用事業で雇用の創出を
③冬季加算特別基準の周知徹底を

藤本光行 議員

8



子
育
て
支
援

  多子世帯に対する保育料負担の軽減を

「見なし適用」による再計算を実施

議
員　

品
種
登
録
に
向
け

た
栗
の
調
査
分
析
、
試
験

圃
場
の
確
保
と
管
理
、
栽
培

地
の
拡
大
、
栽
培
技
術
の
育

成
を
目
的
に
平
成
22
年
「
北

の
く
り
や
ま
栗
づ
く
り
協
議

会
」
が
発
足
し
、
栗
の
生
産

は
１
０
０
ト
ン
、
栽
培
地
50

町
歩
と
し
て
始
め
た
。
平
成

27
年
度
か
ら
始
ま
っ
た
第
６

次
総
合
計
画
で
は
、
同
協
議

会
へ
補
助
金
を
出
し
な
が
ら

進
め
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る

が
、
事
業
の
進
捗
状
況
は
。

ま
た
、
一
定
の
生
産
量
が
確

保
で
き
れ
ば
、
関
係
機
関
と

の
連
携
に
よ
る
商
品
開
発
等

に
取
り
組
む
こ
と
で
新
た
な

地
域
の
若
者
の
雇
用
を
生
み

出
せ
る
の
で
は
。

町
長　

平
成
22
年
に
事
業
実

施
主
体
を
町
と
し
農
業
者
を

母
体
に
関
係
機
関
を
加
え

て
「
北
の
く
り
や
ま
栗
づ
く

り
協
議
会
」
を
立
ち
上
げ
適

正
な
管
理
作
業
や
各
種
調
査

を
実
施
し
て
き
た
。
平
成
26

年
に
は
、
生
産
者
で
構
成
す

る
「
く
り
や
ま
栗
を
育
て
る

会
」
を
立
ち
上
げ
、
栽
培
地

の
拡
大
に
向
け
た
体
制
づ
く

り
を
進
め
て
き
た
。商
品
は
、

協
力
を
い
た
だ
い
て
い
る
法

人
の
提
案
に
よ
り
「
栗
の
渋

皮
煮
」
を
製
造
し
、
少
量
で

あ
る
が
試
験
販
売
を
実
施
し

た
。
栗
は
収
穫
期
が
限
ら
れ

て
鮮
度
が
短
い
た
め
、
一
次

加
工
が
必
要
で
あ
り
、
町
内

に
加
工
施
設
が
あ
れ
ば
、
雇

用
が
生
ま
れ
る
ほ
か
、
商
品

の
製
造
と
販
売
で
も
雇
用
の

重山雅世 議員

夏まつりに行われたいち
い保育園のお遊戯発表会

地域活性化

加
工
施
設
、
商
品
製
造
と
販
売
で
雇
用
創
出
に
期
待

栗
の
活
用
事
業
で
雇
用
の
創
出
を

議
員　

保
育
料
の
大
幅
な
値

上
げ
に
救
済
を
求
め
る
報
道

が
あ
っ
た
。
原
因
は
３
月
議

会
で
も
指
摘
し
た
国
の
「
子

ど
も
・
子
育
て
支
援
制
度
」

に
よ
る
保
育
料
算
定
基
準
の

変
更
に
あ
る
。
昨
年
度
ま
で

の
（
年
少
扶
養
控
除
が
あ
っ

た
場
合
と
し
て
税
額
を
再
計

算
す
る
）「
見
な
し
適
用
」

を
４
月
か
ら
止
め
た
こ
と

と
、
実
際
の
子
ど
も
の
数
で

は
な
く
１
世
帯
一
律
２
人
を

基
準
と
し
た
こ
と
で
、
子
ど

も
の
数
が
多
い
ほ
ど
負
担
が

大
き
く
、
３
人
以
上
の
多
子

世
帯
の
保
育
料
が
値
上
が
り

し
た
。
道
内
で
は
、
こ
れ
ま

で
の
「
見
な
し
適
用
」
を
継

続
し
保
護
者
負
担
分
を
軽
減

し
て
い
る
自
治
体
が
あ
る
。

本
町
の
実
態
を
調
査
す
る
と

と
も
に
、
収
入
が
変
わ
ら
な

く
て
も
負
担
が
増
え
た
世
帯

に
対
す
る
軽
減
策
を
求
め
る

が
見
解
は
。

町
長　
「
子
ど
も
・
子
育
て

支
援
制
度
」
に
よ
る
本
町
の

影
響
は
、「
階
層
が
上
が
る
」

が
28
世
帯
、「
階
層
が
下
が

る
」
が
27
世
帯
、「
変
化
な

し
」
が
67
世
帯
で
、
影
響
が

大
き
い
と
言
わ
れ
て
い
る
３

子
以
上
の
子
ど
も
が
い
る
世

帯
で
は
、「
階
層
が
上
が
る
」

が
20
世
帯
、「
階
層
が
下
が

る
」が
５
世
帯
、「
変
化
な
し
」

が
16
世
帯
で
あ
る
。
札
幌
市

は
、
保
護
者
か
ら
の
要
望
を

受
け
、「
見
な
し
適
用
」
に

よ
り
再
計
算
を
行
い
、
激
変

緩
和
措
置
を
講
じ
た
が
、
近

隣
市
町
で
は
、「
現
在
、
考

え
て
い
な
い
」
と
の
回
答
で

あ
っ
た
。
本
年
３
月
の
質
問

に
対
し
、
新
制
度
の
課
題
、

問
題
が
あ
れ
ば
検
討
す
る
と

答
弁
し
て
い
る
こ
と
か
ら
現

状
を
踏
ま
え
、
今
後
、
検
討

す
る
。

議
員　

保
育
料
負
担
増
の
世

帯
に
対
す
る
今
後
の
具
体
的

な
対
応
は
。

町
長　

札
幌
市
と
同
様
、
本

町
も
「
見
な
し
適
用
」
の
対

応
を
し
た
い
。

創
出
が
期
待
で
き
る
。
今
後

は
、
安
定
生
産
の
た
め
、
栗

の
栽
培
技
術
の
向
上
に
努

め
、
商
品
開
発
、
加
工
、
販

売
に
向
け
事
業
者
と
連
携
し

な
が
ら
取
り
組
ん
で
い
く
。

岐阜県の恵那川上屋の提案で
試験販売した栗の渋皮煮

Ｇｅｎｅｒａｌ　Ｑｕｅｓｔｉｏｎ

冬
季
加
算
特
別
基
準
の
周
知

徹
底
を
。

生
活
保
護
法
の
一
部
改
正
に

よ
り
特
別
基
準
が
設
定
さ
れ

た
。
主
管
し
て
い
る
空
知
保

健
福
祉
事
務
所
と
適
切
に
連

携
し
対
応
す
る
。

こ
う
い
う
質
問
も
し
ま
し
た

くりやまぎかいだより№ 1469



くりやまぎかいだより№ 146

　議会だよりではスペースの都合上、審議した議案や質問・答弁の内容を要約して載せて
います。
　会議の内容は、会議録に詳細に記録されており、ご覧になりたい方は議会事務局までお
問い合わせください。

質問は要約されています

恒
久
平
和

非核・平和のまち宣言の具体化を

平和教育の推進・意識啓発を継続実施

議
員　

本
町
は
、
平
成
21
年

12
月
17
日
に
「
栗
山
町
非
核
・

平
和
の
ま
ち
宣
言
」
を
し
、

役
場
敷
地
内
に
懸
垂
幕
が
掲

げ
ら
れ
平
和
を
祈
る
民
間
団

体
の
活
動
を
後
援
す
る
と
い

う
意
義
あ
る
も
の
に
な
っ
て

い
る
。
今
年
、
戦
後
70
年
が

経
過
し
、
平
和
の
大
切
さ
を

未
来
に
伝
え
て
い
く
活
動
が

ま
す
ま
す
求
め
ら
れ
て
い
る

こ
と
か
ら
、
次
に
つ
い
て
の

見
解
は
。

①
平
成
22
年
第
４
回
定
例
会

２
日
目
（
３
月
９
日
）
の
同

僚
議
員
の
平
和
教
育
に
関
す

る
一
般
質
問
で
、
前
教
育
長

は
「
平
和
教
育
の
た
め
に
子

ど
も
た
ち
を
広
島
や
長
崎
に

派
遣
す
る
こ
と
は
、
今
の
と

こ
ろ
考
え
て
い
な
い
」
と
答

役場敷地内に意識啓発のため設置さ
れた懸垂幕

弁
し
、
５
年
が
経
過
し
た
現

在
、
そ
の
考
え
は
ど
う
か
。

ま
た
、
ま
す
ま
す
少
な
く

な
っ
て
き
て
い
る
戦
争
体
験

者
の
話
を
聴
く
機
会
を
設
け

る
考
え
は
な
い
か
。

②
８
月
６
日
は
広
島
、
８
月

９
日
は
長
崎
に
原
爆
が
投
下

さ
れ
た
日
で
あ
る
こ
と
か

ら
、
こ
れ
ら
の
日
を
栗
山
町

に
お
け
る
「
非
核
・
平
和
を

祈
る
日
」
と
し
て
式
典
を
開

催
す
る
考
え
は
な
い
か
。

教
育
長　

①
平
和
教
育
は
、

平
和
で
民
主
的
な
国
家
社
会

の
形
成
者
の
育
成
を
目
指
し

自
国
や
他
国
の
理
解
を
深
め

る
と
と
も
に
、
国
際
社
会
の

平
和
と
発
展
に
寄
与
す
る
態

度
を
養
う
も
の
で
あ
る
。
広

島
、
長
崎
へ
中
高
生
を
派
遣

し
原
子
爆
弾
の
悲
劇
を
学
ぶ

こ
と
や
戦
争
体
験
者
か
ら
の

聴
き
取
り
活
動
は
有
効
な
方

策
の
一
つ
と
考
え
て
い
る
。

現
在
、
学
校
で
は
、
戦
争
の

悲
惨
さ
を
知
り
、
戦
争
は
絶

対
繰
り
返
さ
な
い
と
い
う
意

志
を
子
ど
も
た
ち
に
育
む
た

め
、
全
教
育
活
動
を
通
し
て

平
和
教
育
を
行
っ
て
い
る
。

今
後
も
地
域
人
材
や
資
源
を

有
効
活
用
し
進
め
る
。
社
会

教
育
で
も
、
栗
山
町
在
住
者

の
戦
争
体
験
の
書
籍
の
活
用

と
と
も
に
町
内
の
戦
争
体
験

者
に
語
り
部
と
し
て
活
動
で

き
る
よ
う
支
援
す
る
ほ
か
、

図
書
館
を
会
場
に
し
た
「
原

爆
と
人
間
」
の
パ
ネ
ル
展
な

ど
の
広
報
活
動
を
推
進
し
て

い
く
。今
後
も
行
政
と
学
校
、

家
庭
、
地
域
が
連
携
し
な
が

ら
平
和
の
大
切
さ
に
つ
い
て

意
識
の
高
揚
や
内
容
の
充
実

を
図
っ
て
い
く
こ
と
か
ら
、

子
ど
も
た
ち
を
広
島
、
長
崎

に
派
遣
す
る
こ
と
は
考
え
て

い
な
い
。

町
長　

平
成
21
年
12
月
「
栗

山
町
非
核
・
平
和
の
ま
ち
宣

言
」
を
し
、
役
場
敷
地
内
に

懸
垂
幕
を
設
置
し
て
平
和

の
尊
さ
と
平
和
維
持
に
つ
い

て
の
意
識
啓
発
を
行
っ
て
き

た
。
ま
た
、
平
成
27
年
は
戦

後
70
年
・
被
爆
70
年
の
節
目

と
な
る
こ
と
か
ら
、「
平
和

首
長
会
議
」
の
加
盟
自
治
体

と
し
て
認
定
さ
れ
た
。
町
広

報
に
は
、
戦
争
や
核
兵
器
の

悲
惨
さ
、
平
和
の
大
切
さ
の

特
集
記
事
を
掲
載
し
、
今
後

も
継
続
的
に
啓
発
活
動
に
努

め
て
い
く
の
で
「
非
核
・
平

和
を
祈
る
日
」
の
新
た
な
位

置
付
け
や
式
典
開
催
は
考
え

て
い
な
い
。

10

千葉清己 議員

反
問
！

町
長　

議
員
が
主
導
権
を
取

り
町
民
の
機
運
を
高
め
る
こ

と
に
期
待
し
て
い
る
。
環
境

が
整
え
ば
、
町
と
し
て
も
共

催
等
の
参
画
を
し
た
い
と
思

う
が
議
員
の
考
え
は
。

議
員　

実
行
委
員
会
方
式
が

ベ
ス
ト
と
思
う
。
そ
の
中
で

議
論
を
重
ね
な
が
ら
機
運
を

高
め
、
行
政
と
協
議
し
た
い

と
思
う
。

12 月定例会　一般質問



農
業
振
興

  本町農業におけるＩＣＴ利活用の推進を

農業関係団体等と協議し検討

ここ数年で急速に導入が進んでいるＧＰＳガイダンス
（農業用カーナビ）

議
員　

現
在
、
本
町
の
基
幹

産
業
で
あ
る
農
業
は
、
Ｔ
Ｐ

Ｐ
交
渉
の
大
筋
合
意
な
ど
多

く
の
問
題
を
抱
え
て
い
る

中
、
農
業
者
は
生
き
残
り
の

た
め
に
若
い
担
い
手
を
中
心

に
経
営
規
模
を
拡
大
し
、
効

率
的
で
低
コ
ス
ト
な
農
業
の

実
践
を
図
っ
て
い
る
。
し
か

し
、
限
ら
れ
た
マ
ン
パ
ワ
ー

の
中
で
、
よ
り
大
規
模
な
営

農
を
実
現
す
る
に
は
、
さ
ら

な
る
省
力
化
と
技
術
革
新
が

求
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ

う
な
中
、
将
来
を
見
据
え
た

農
業
の
体
質
強
化
の
先
進
的

手
法
と
し
て
、
農
業
へ
の
Ｉ

Ｃ
Ｔ
※
１
利
活
用
が
あ
げ
ら

れ
、
と
り
わ
け
、
Ｇ
Ｐ
Ｓ
シ

ス
テ
ム
の
農
業
利
用
は
、
近

年
北
海
道
を
中
心
に
急
速
な

伸
び
を
見
せ
て
い
る
。
高
精

度
の
Ｇ
Ｐ
Ｓ
※
２
位
置
測
位

は
、
そ
の
シ
ス
テ
ム
の
構
築

に
よ
っ
て
農
業
は
も
と
よ
り

福
祉
・
医
療
・
介
護
・
建
築

土
木
・
害
獣
駆
除
な
ど
様
々

な
分
野
に
応
用
可
能
と
も
言

わ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
時

代
の
先
を
見
据
え
た
農
業
の

Ｉ
Ｃ
Ｔ
利
活
用
の
推
進
と
、

Ｒ
Ｔ
Ｋ
‐
Ｇ
Ｐ
Ｓ
※
３
基
地

藤本光行 議員

局
設
置
や
日
本
版
Ｇ
Ｐ
Ｓ
で

あ
る
準
天
頂
衛
星
シ
ス
テ
ム

に
よ
る
高
精
度
測
位
の
可
能

性
の
検
討
を
早
急
に
進
め
、

栗
山
町
全
体
に
資
す
る
イ
ン

フ
ラ
と
し
て
整
備
し
て
は
ど

う
か
と
考
え
る
が
見
解
は
。

町
長　

本
町
の
農
業
は
、
経

営
者
の
高
齢
化
や
後
継
者
不

足
な
ど
に
よ
り
農
業
者
の
減

少
が
想
定
さ
れ
る
。
そ
の
一

方
で
、
担
い
手
へ
の
農
地
集

約
に
よ
る
経
営
規
模
の
拡
大

や
、
基
盤
整
備
に
よ
る
農
地

区
画
の
拡
大
が
進
む
中
、
農

作
業
の
効
率
化
、
省
力
化
が

求
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら

農
作
業
の
効
率
化
や
生
産

性
の
向
上
を
図
る
手
段
と
し

て
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ
を
応
用
し
た
先

進
的
な
農
業
技
術
が
開
発
さ

れ
、
そ
の
一
つ
が
Ｇ
Ｐ
Ｓ
の

活
用
で
あ
る
。そ
の
技
術
は
、

Ｇ
Ｐ
Ｓ
ガ
イ
ダ
ン
ス
シ
ス
テ

ム
と
し
て
ト
ラ
ク
タ
ー
を
用

い
た
耕
起
、
整
地
、
肥
料
散

布
、
防
除
作
業
な
ど
、
様
々

な
農
作
業
で
活
用
が
進
ん
で

い
る
。
し
か
し
、
現
段
階
で

は
、
誤
差
が
大
き
い
こ
と
が

課
題
の
一
つ
で
あ
り
、
よ
り

測
位
精
度
を
増
す
た
め
に

は
、
町
内
に
数
カ
所
程
度
の

補
正
用
簡
易
基
地
局
の
設
置

が
必
要
で
あ
る
。
本
町
で
も

若
手
農
業
者
を
中
心
に
、
既

に
Ｇ
Ｐ
Ｓ
ガ
イ
ダ
ン
ス
シ
ス

テ
ム
を
保
有
し
て
い
る
方
も

い
る
の
で
、
研
究
会
な
ど
を

立
ち
上
げ
、
検
討
を
進
め
て

も
ら
い
た
い
。町
と
し
て
も
、

農
業
に
お
け
る
Ｉ
Ｃ
Ｔ
利
活

用
や
そ
の
事
業
効
果
な
ど
、

Ｊ
Ａ
を
は
じ
め
、
町
内
農
業

関
係
機
関
、
団
体
と
十
分
協

議
し
、
今
後
の
取
り
組
み
に

つ
い
て
検
討
を
進
め
た
い
と

考
え
て
い
る
。

くりやまぎかいだより№ 146
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解説

情
報
や
通
信
に
関
連
す
る
科

学
技
術
の
総
称
。
特
に
、
電

気
、
電
子
、
磁
気
、
電
磁
波

な
ど
の
物
理
現
象
や
法
則
を

応
用
し
た
機
械
や
器
具
を
用

い
て
情
報
を
保
存
、
加
工
、

伝
送
す
る
技
術
の
こ
と
。

「
Ｉ
Ｔ
」
も
ほ
ぼ
同
義
と
し

て
用
い
ら
れ
て
い
る
。

※
１   

Ｉ
Ｃ
Ｔ

【 Inform
ation  and 

Com
m

unication Technology 

】

人
工
衛
星
を
利
用
し
て
自
分

が
地
球
上
の
ど
こ
に
い
る
の

か
を
正
確
に
割
り
出
す
シ
ス

テ
ム
。
地
球
周
回
軌
道
に
30

基
程
度
配
置
さ
れ
た
人
工
衛

星
が
発
信
す
る
電
波
を
利
用

し
、
受
信
機
の
緯
度
・
経
度
・

高
度
な
ど
割
り
出
す
。

既
知
点
か
ら
の
補
正
観
測
情

報
を
携
帯
電
話
や
無
線
を
利

用
し
て
移
動
局
に
送
信
し
、

移
動
局
の
位
置
を
リ
ア
ル
タ

イ
ム
で
測
定
す
る
方
法
。

※
２   

Ｇ
Ｐ
Ｓ

【 Global Positioning System
 

】

※
３   

Ｒ
Ｔ
Ｋ
‐
Ｇ
Ｐ
Ｓ

【Real-Tim
e Kinem

atic GPS

】
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環
境
整
備

やさしさが魅力の町を

関係団体等の意向を確認し検討

議
員　

本
町
の
市
街
地
は
歩

道
や
車
道
が
整
備
さ
れ
美
し

い
街
並
み
を
形
成
し
て
い
る

が
、
高
齢
者
や
障
が
い
者
が

困
難
そ
う
に
歩
い
て
い
る
の

を
見
か
け
る
。
高
齢
化
が
進

む
中
、
気
軽
に
外
出
を
楽
し

み
、
ま
ち
な
か
で
豊
か
な
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
育
ま

れ
る
よ
う
「
や
さ
し
さ
・
思

い
や
り
」
に
配
慮
し
た
環
境

を
整
備
し
て
い
く
必
要
が
あ

る
と
考
え
る
が
、
次
に
つ
い

て
の
見
解
は
。

①
幹
線
道
路
脇
に
休
憩
で
き

る
椅
子
を
設
置
し
て
は
。

②
飲
食
店
の
バ
リ
ア
フ
リ
ー

化
の
設
備
を
整
え
る
助
成
制

度
は
。

町
長　

①
昭
和
63
年
北
海
道

介
護
福
祉
学
校
開
校
以
来
、

総合福祉センターしゃるるで行われた
乳幼児健診

「
福
祉
の
ま
ち
栗
山
」
を

キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ
に
「
人

に
や
さ
し
い
ま
ち
づ
く
り
」

を
進
め
て
き
た
。
平
成
７
年

度
、
高
齢
者
等
の
休
憩
や
バ

ス
を
待
つ
場
所
と
し
て
町
内

各
所
に
「
歩
道
ベ
ン
チ
一
休

さ
ん
」
を
ス
タ
ー
ト
さ
せ
、

今
年
度
は
、
栗
山
建
設
協
会

か
ら
提
供
さ
れ
た
木
材
を
使

用
し
、
栗
山
町
技
能
協
会
か

ら
寄
贈
を
受
け
、
現
在
、
角

田
・
継
立
に
各
１
基
、
栗
山

市
街
地
に
６
基
の
合
計
８
基

を
設
置
し
て
い
る
。
今
後
、

栗
山
町
技
能
協
会
と
増
設
に

向
け
検
討
す
る
。

②
平
成
６
年
か
ら
バ
リ
ア
フ

リ
ー
の
ま
ち
づ
く
り
を
目
指

し
、
関
係
団
体
等
か
ら
の
意

見
に
よ
り
改
善
を
進
め
て
き

た
。
く
り
や
ま
駅
前
通
り
商

店
街
の
近
代
化
事
業
で
、
個

店
の
自
動
ド
ア
化
、
ふ
れ
あ

い
ト
イ
レ
の
設
置
、
ベ
ン
チ

と
し
て
利
用
で
き
る
花
壇
の

設
置
等
を
実
施
し
て
お
り
、

今
後
も
人
に
や
さ
し
い
ま
ち

づ
く
り
を
進
め
る
。
助
成
制

度
は
、
関
係
団
体
等
の
意
向

を
確
認
し
な
が
ら
検
討
す

る
。

土井道子 議員

子育て支援

診
療
科
目
数
が
充
実
し
て
お
り
拡
充
し
な
い

子
ど
も
医
療
費
助
成
制
度
の
拡
充
を

議
員　

南
空
知
管
内
４
町
で

栗
山
町
だ
け
が
、
町
外
の
医

療
機
関
の
通
院
は
、
子
ど
も

の
医
療
費
助
成
が
未
就
学
児

童
ま
で
と
な
っ
て
い
る
。
し

か
し
、
栗
山
町
内
に
は
小
児

向
け
の
医
療
機
関
は
あ
る
も

の
の
夜
間
や
週
末
は
対
応

し
て
も
ら
え
な
い
。
今
年
度

か
ら
高
校
生
ま
で
町
内
の
通

院
・
入
院
は
無
料
と
な
っ
た

が
、
町
内
の
病
院
か
ら
紹
介

さ
れ
て
町
外
に
通
院
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
子
ど
も
を
持

つ
保
護
者
、
診
療
日
が
限
定

さ
れ
て
早
期
に
完
治
を
求
め

る
保
護
者
に
と
っ
て
は
、
相

当
な
負
担
と
な
っ
て
い
る
。

安
全
安
心
な
子
育
て
が
で
き

る
栗
山
町
に
な
る
よ
う
、
今

一
度
保
護
者
の
要
望
に
沿
っ

た
子
ど
も
医
療
費
助
成
制
度

の
拡
充
に
つ
い
て
早
急
に
対

応
す
る
考
え
は
。

町
長　

①
子
供
を
育
て
る
家

庭
の
経
済
的
負
担
の
軽
減
を

図
る
た
め
、
平
成
19
年
度
か

ら
町
独
自
の
施
策
で
医
療
費

の
助
成
を
中
学
生
ま
で
拡
大

し
た
。
ま
た
、
平
成
27
年
度

か
ら
、
子
育
て
支
援
と
若
者

定
住
対
策
と
し
て
、
次
世
代

を
担
う
子
供
た
ち
の
健
康
増

進
を
図
る
こ
と
等
を
目
的
に

医
療
費
助
成
事
業
を
18
歳
ま

で
に
拡
大
し
た
。
本
町
は
、

医
療
機
関
の
協
力
を
い
た
だ

き
市
町
村
圏
域
を
単
位
と
す

る
一
次
医
療
圏
と
し
て
、
診

療
科
目
数
は
他
町
と
比
較
し

て
充
実
し
て
い
る
状
況
に
あ

る
。
そ
う
し
た
現
状
を
踏
ま

え
、
入
院
は
町
外
医
療
機
関

も
対
象
と
し
て
い
る
が
、
外

来
診
療
は
、
医
科
・
歯
科
と

も
地
元
医
療
機
関
で
対
応
可

能
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
こ

と
か
ら
、「
町
外
医
療
機
関

の
通
院
に
係
る
子
ど
も
医
療

費
助
成
の
拡
充
」
は
、
現
在

考
え
て
い
な
い
。

町内に８基設置されている
「歩道ベンチ一休さん」

くりやまぎかいだより№ 146
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平成 27 年５月 1 日～ 12 月 31 日（改選後）
本会議 委員会 出欠状況

会議名 定例会 臨時会 総務教育 産業福祉 広報広聴 広報小 議会運営 各特別 その他 出席 欠席 出席率
（％）

大西　勝博 9 4 3 4 2 - - 4 3 29 0 100
友成　克司 9 4 3 - 2 - - 3 1 22 2 91.7
楢﨑　忠彦 6 4 3 - 2 - 8 4 1 28 7 80.0
佐藤　則男 9 4 3 - 2 8 10 4 2 42 0 100
重山　雅世 9 4 - 4 2 8 - 4 3 34 0 100
置田　武司 9 4 - 4 2 - 10 4 0 33 2 94.2
大井　賢治 9 4 - 4 2 8 - 1 2 30 0 100
千葉　清己 8 4 3 - 2 8 - 4 3 32 1 97.0
土井　道子 9 4 - 4 2 8 - 4 2 33 0 100
三田　源幸 9 4 3 - 2 8 10 4 3 43 0 100
藤本　光行 9 4 - 4 2 - 10 4 3 36 0 100
鵜川　和彦 9 4 - - - - - - 3 16 0 100

議員の出席簿（日数）
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平
成
26
年
４
月
か
ら
北
海
道
大
学
農
学
部
を
休
学
し
、

本
町
の
地
域
お
こ
し
協
力
隊
と
し
て
活
躍
し
て
い
る

目
黒
さ
ん
。
冬
期
間
は
、
種
イ
モ
出
荷
セ
ン
タ
ー
で

種
イ
モ
の
袋
詰
め
を
多
く
の
パ
ー
ト
さ
ん
と
一
緒
に

行
い
、
研
修
を
深
め
て
い
ま
し
た
。

地
域
お
こ
し
協
力
隊　

目
黒
温あ
つ
き樹

さ
ん

(

２
０
１
５
・
12
・
21
）　　
　

撮
影 　

佐
藤

地
域
お
こ
し
協
力
隊
の
活
動
！

表
紙
の
一
枚
！



商
店
街
活
性
化
の
取
り
組
み福

岡
県
飯
塚
市

　

平
成
20
年
２
月
か
ら
議
会

報
告
会
を
開
催
し
、そ
の
後
、

議
会
基
本
条
例
の
制
定
に
向

け
た
協
議
を
重
ね
、
平
成
22

年
３
月
に
議
会
基
本
条
例
を

制
定
し
先
進
的
な
取
り
組
み

を
展
開
し
て
い
る
。

　

主
な
取
り
組
み
と
し
て
、

①
「
議
会
報
告
会
」「
あ
お

ぞ
ら
会
議
」（
町
民
か
ら
提

案
さ
れ
た
テ
ー
マ
に
基
づ
く

意
見
交
換
）
の
開
催
。
②
通

 

議
会
活
性
化
に
つ
い
て
　熊
本
県
御
船
町

年
議
会
の
導
入
。（
毎
月
本

会
議
を
開
催
す
る
他
、
全
員

協
議
会
、各
委
員
会
を
開
催
）

③
議
会
だ
よ
り
「
あ
お
ぞ
ら

21
」
を
毎
月
発
行
。

こ
の
他
、
政
務
活
動
費
（
月

額
２
万
円
）
の
導
入
、
政
治

倫
理
条
例
の
制
定
、
議
会
モ

ニ
タ
ー
の
設
置
、
議
会
調
査

機
関
設
置
と
精
力
的
に
議
会

活
動
を
展
開
し
て
い
る
。

先進地視察報告

 【参加者】鵜川和彦、大西勝博、大井賢治、楢﨑忠彦、佐藤則男、土井道子

熊本県御船町
　　福岡県飯塚市
　　　　福岡県豊前市 

先進地における
　活性化の取り組み

御船町議会での研修
（11 月 4 日）

　

政
務
調
査
班
６
名
は
、11
月
４
日
か
ら
７
日
に
か
け
て
、

議
会
の
活
性
化
に
取
り
組
み
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
大
賞
「
優

秀
議
会
改
革
賞
」
等
を
受
賞
し
て
い
る
熊
本
県
御
船
町

議
会
、
商
店
街
の
活
性
化
に
取
り
組
み
「
が
ん
ば
る
商
店

街
77
選
」
に
選
ば
れ
た
福
岡
県
飯
塚
市
、
廃
校
を
利
活
用

し
「
廃
校
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
50
選
」
に
選
ば
れ
た
福
岡
県
豊

前
市
を
訪
問
し
、そ
の
取
り
組
み
つ
い
て
視
察
研
修
し
た
。

視
察
を
終
え
て

10
地
区
で
開
催
し
て
き
た
議

会
報
告
会
が
山
間
地
域
と
平

坦
地
域
の
２
カ
所
と
な
っ
て

い
る
。
先
進
地
で
も
参
加
者

が
減
少
傾
向
に
あ
る
。
本
町

に
お
い
て
も
同
様
の
課
題
を

抱
え
て
お
り
、
何
ら
か
の
対

策
が
必
要
と
考
え
る
。

　

飯
塚
市
は
、
江
戸
時
代

か
ら
、
長
崎
街
道
の
宿
場

町
と
し
て
栄
え
、
そ
の
後
、

石
炭
産
業
の
隆
盛
と
と
も

に
繁
栄
し
た
。
平
成
18
年

３
月
に
近
隣
４
町
と
合
併

し
、
人
口
13
万
２
０
０
０

人
ほ
ど
の
福
岡
県
で
４
番

目
の
都
市
で
あ
る
。

　

平
成
６
年
大
型
店
の
進

出
等
に
よ
り
中
心
市
街
地

の
空
洞
化
が
進
行
し
た
。

こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
、

商
店
街
相
互
の
連
携
及
び

商
業
者
、
商
工
会
議
所
、

行
政
が
一
体
と
な
っ
た
中

心
街
活
性
化
の
機
運
の
高

ま
り
に
よ
り
、
空
き
店
舗

対
策
事
業
等
を
平
成
11
年

か
ら
推
進
す
る
こ
と
と
な

っ
た
。

　

視
察
研
修
に
は
、
飯
塚

市
商
店
街
連
合
会
、
ヒ
ト
・

モ
ノ
・
コ
ト
・
ツ
ナ
グ
研

究
所
、
飯
塚
市
経
済
部
よ

り
説
明
を
受
け
た
。

　

具
体
的
な
取
り
組
み
事

例
と
し
て
、
商
店
主
が
ゼ

ミ
ナ
ー
ル
を
開
催
す
る
「
い

い
づ
か
・
ま
ち
ゼ
ミ
」が
あ
っ

た
。
内
容
は
、
店
主
が
専
門

知
識
を
活
か
し
て
講
座
を
開

催
す
る
も
の
で
、
初
心
者
向

け
講
座
で
は
、「
意
外
と
知

ら
な
い
日
本
人
形
の
こ
ば
な

し
」「
パ
ン
づ
く
り
講
座
」

「
絵
手
紙
講
座
」
な
ど
。
健

康
と
美
容
に
関
す
る
講
座
で

は
、「
生
涯
現
役
健
康
学
入

門
」「
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
講
座
」

な
ど
。
学
び
に
関
す
る
講
座

で
は
、「
時
計
全
般
と
指
輪

の
よ
ろ
ず
相
談
」「
下
駄
の

無
料
相
談
室
」「
相
続
税
セ

ミ
ナ
ー
」
な
ど
有
益
な
講
座

全
36
講
座
で
、
受
講
料
は
無

料
と
な
っ
て
い
る
。

　

ま
た
、
親
し
み
や
す
く
便

利
な
商
店
街
づ
く
り
と
し

て
、
商
工
会
議
所
近
く
の
バ

ス
タ
ー
ミ
ナ
ル
に
は
、
医
療

セ
ン
タ
ー
に
隣
接
し
た
マ
ン

シ
ョ
ン
が
併
設
さ
れ
、
ハ
ン

デ
ィ
を
持
つ
人
や
高
齢
者
に

適
し
た
住
環
境
を
整
備
し
て

い
た
。
ま
た
、
そ
れ
ぞ
れ
の

店
舗
の
前
に
は
、
店
の
一
品

を
紹
介
す
る
統
一
し
た
ミ
ニ

くりやまぎかいだより№ 146 14
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商店街活性化の取り組みにより活気を取り戻した商店街
（長崎街道　11 月 5 日）

　

豊
前
市
は
、
福
岡
県
の
東

部
に
位
置
し
、
昭
和
30
年
４

月
近
隣
市
町
と
合
併
し
、
そ

の
後
、
宇
島
市
か
ら
豊
前

市
へ
と
改
称
し
、
人
口
は

２
万
６
０
０
０
人
ほ
ど
で
あ

る
。

　

視
察
研
修
に
は
、
議
会
、

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
も
み
じ
会
、
行

政
よ
り
説
明
を
受
け
、
過
疎

化
に
伴
う
児
童
数
の
減
少

は
、
競
争
す
る
場
及
び
切
磋

琢
磨
す
る
機
会
に
恵
ま
れ

ず
、
教
育
の
適
正
化
、
効
率

化
を
図
る
た
め
に
も
統
廃
合

は
不
可
欠
で
あ
る
た
め
、
小

学
校
を
統
廃
合
し
、15
校（
平

成
６
年
度
）
か
ら
10
校
と
し

た
と
の
こ
と
だ
っ
た
。

　

学
校
跡
地
は
、
公
民
館
や

地
域
集
会
所
と
し
て
活
用
さ

れ
て
い
る
が
、
旧
上
川
底
小

学
校
に
つ
い
て
は
、
地
元
住

民
の
要
望
に
よ
り
、
区
長
が

地
区
の
振
興
を
目
的
と
し
て

借
り
受
け
、
運
営
は
「
Ｎ
Ｐ

Ｏ
法
人
も
み
じ
会
」
が
行
っ

て
い
る
。
市
役
所
か
ら
車
で

15
分
程
度
の
山
間
地
区
に
あ

る
木
造
づ
く
り
の
校
舎
「
も

み
じ
校
舎
」
の
現
地
視
察
で

は
、
木
工
、
染
物
、
銅
版
画
、

草
木
染
、
木
彫
り
、
陶
芸
バ

イ
オ
リ
ン
工
房
な
ど
の
独
立

し
た
工
房
が
あ
り
、
作
品
の

製
作
販
売
、喫
茶
コ
ー
ナ
ー
、

講
堂
を
利
用
し
て
コ
ン
サ
ー

ト
に
映
画
、
地
域
の
運
動
会

な
ど
様
々
な
事
業
が
展
開
さ

れ
て
い
る
。

黒
板
が
設
置
さ
れ
て
い
た
。

商
店
街
の
中
に
は
、
健
康

増
進
に
役
立
つ
施
設
や
子

ど
も
の
遊
び
場
ロ
ッ
ク
ク
ラ

イ
ミ
ン
グ
、
住
民
が
集
会
活

動
で
き
る
施
設
が
設
置
さ
れ

て
い
た
。
ま
た
、
マ
ン
シ
ョ

ン
が
建
設
中
で
あ
り
、
１
戸

２
０
０
０
万
円
程
度
で
の
販

売
を
予
定
し
て
お
り
、
人
を

呼
び
戻
す
た
め
の
工
夫
や
住

み
や
す
い
環
境
づ
く
り
を
目

指
し
て
い
る
。

視
察
を
終
え
て

炭
鉱
閉
山
後
、
郊
外
の
大
型

店
に
客
足
が
向
い
て
い
た

が
、
様
々
な
取
り
組
み
に
よ

っ
て
商
店
街
が
活
気
づ
き
、

店
舗
を
離
れ
た
店
主
た
ち
が

商
店
街
に
戻
っ
て
商
売
を
始

め
る
人
が
増
え
て
き
て
い
る

と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
商
店

街
の
人
た
ち
の
熱
意
と
努

力
、
そ
し
て
商
工
会
議
所
や

行
政
の
サ
ポ
ー
ト
が
重
要
と

感
じ
た
。

廃
校
利
活
用
の
取
り
組
み

福
岡
県
豊
前
市

視
察
を
終
え
て

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
が
運
営
主
体
と

な
り
、
地
域
住
民
が
利
用
で

き
る
と
と
も
に
、
体
験
型
工

房
等
を
設
置
す
る
こ
と
に
よ

り
、
県
内
は
も
と
よ
り
県
外

か
ら
も
集
客
で
き
る
施
設
と

し
て
利
活
用
さ
れ
て
い
た
。

本
町
に
お
け
る
廃
校
利
用
の

参
考
に
し
て
い
き
た
い
。

様々な工房が入り運営されている「もみじ校舎」（11 月 6 日）

くりやまぎかいだより№ 14615

自
治
体
議
会
の
役
割

東
京
都
千
代
田
区

政
務
活
動
費
を
活
用
し
て

千
葉
議
員
が
参
加
し
た
研

修
会
の
報
告

11
月
27
日
、
元
東
京
都
副
知

事
の
青
山
氏
を
講
師
に
し
た

研
修
会
へ
参
加
し
た
。

　

研
修
内
容
は
、
日
本
の
自

治
体
は
、
大
統
領
制
で
は
な

く
、
議
会
が
官
僚
を
出
せ
な

い
議
員
内
閣
制
で
あ
り
、
地

方
自
治
法
上
は
、
首
長
は
執

行
機
関
で
、
議
会
が
立
法
機

関
と
な
っ
て
い
る
。
日
本
の

首
長
と
地
方
議
会
は
、
車
の

両
輪
で
は
な
く
、
前
輪
と
後

輪
で
あ
る
。
ま
た
、
地
方
議

会
は
政
策
立
法
が
少
な
く
、

与
党
と
し
て
の
縛
り
に
と
ら

わ
れ
す
ぎ
て
い
る
。
呪
縛
を

捨
て
て
緊
張
感
を
持
つ
べ
き

で
あ
る
と
の
話
に
は
説
得
力

が
あ
っ
た
。

※
そ
の
他
の
政
務
活
動

　

財
政
問
題
特
別
講
座
及
び

　

調
布
市
議
会
議
員
と
の
意

　

見
交
換
（
東
京
都
）

　

・
11
月
12
日
～
14
日

　

・
６
名
の
議
員
参
加



町
議
会
モ
ニ
タ
ー
会
議
報
告

栗
山
町
議
会
で
は
、
町
議
会
の
運
営
等
に
つ
い
て
、
町
民
か

ら
の
要
望
、
提
言
そ
の
他
の
意
見
を
広
く
聴
取
し
、
町
議
会

の
運
営
等
に
反
映
し
、
町
議
会
の
円
滑
で
民
主
的
な
運
営
を

推
進
す
る
こ
と
を
目
的
に
10
名
の
町
民（
任
期
２
年
）に
よ
り
、

栗
山
町
議
会
モ
ニ
タ
ー
を
設
置
し
て
い
ま
す
。

■
開
催
日
時　

平
成
27
年
12
月
17
日　

18
時
～
19
時
30
分　

議
員
控
室

■
出   

席  

者　

８
名
（
男
６
名
、
女
性
２
名
）　
　
　
　
　

テ
ー
マ　

栗
山
町
議
会
基
本
条
例
の
見
直
し
に
つ
い
て

■
モ
ニ
タ
ー
の
意
見

Ａ
さ
ん　

モ
ニ
タ
ー
は
、
町

民
の
代
表
で
は
な
い
が
、
昨

年
の
政
務
活
動
費
の
増
額
に

つ
い
て
、
議
会
モ
ニ
タ
ー

会
議
等
で
町
民
の
意
見
を
聴

い
て
決
定
し
た
と
新
聞
報
道

が
あ
っ
た
。
今
回
も
そ
う
だ

が
、
新
聞
報
道
で
初
め
て
内

容
を
知
る
こ
と
に
疑
義
を
感

じ
る
。
議
会
基
本
条
例
の
主

旨
に
沿
っ
て
議
会
運
営
が
さ

れ
て
い
る
か
ど
う
か
、
町
民

意
見
を
聴
く
機
会
の
設
定
や

町
民
理
解
を
得
る
た
め
時
間

を
か
け
る
べ
き
な
ど
の
意
見

を
言
う
こ
と
が
、
モ
ニ
タ
ー

の
仕
事
だ
と
思
っ
て
い
る
。

そ
の
点
で
は
、
私
た
ち
モ
ニ

タ
ー
か
ら
の
意
見
を
聴
い
て

進
め
る
の
で
は
な
く
、
町
民

の
皆
さ
ん
か
ら
十
分
意
見
を

聴
い
て
も
ら
わ
な
い
と
、
素

晴
ら
し
い
議
会
基
本
条
例
と

自
治
基
本
条
例
が
あ
る
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
町
民
に
広
が

っ
て
い
か
な
い
気
が
す
る
の

で
、
そ
の
辺
を
配
慮
し
て
も

ら
い
た
い
。

Ｂ
さ
ん　

議
員
定
数
削
減

は
、
町
民
の
多
く
か
ら
現
状

維
持
の
意
見
が
多
か
っ
た
と

思
う
が
、
特
別
委
員
会
で
委

員
長
採
決
と
な
っ
た
。
政
務

活
動
費
の
増
額
は
、
パ
ブ
リ

ッ
ク
コ
メ
ン
ト
の
募
集
期
間

が
短
く
、
新
聞
報
道
で
増
額

す
る
こ
と
を
知
っ
た
。
今
回

も
同
様
に
新
聞
報
道
で
基
本

条
例
の
見
直
し
を
知
っ
た
。

栗
山
町
に
は
議
会
基
本
条
例

が
あ
っ
て
良
い
と
言
わ
れ
る

が
、
毎
年
他
市
町
村
議
会
か

ら
に
視
察
が
来
て
い
る
が
、

矛
盾
し
て
い
る
部
分
が
あ
る

の
で
は
。
実
際
に
、
議
会
基

本
条
例
に
謳
わ
れ
て
い
る
よ

う
に
や
っ
て
い
る
の
か
。
も

っ
と
期
間
を
設
け
て
、
透
明

性
・
公
平
性
と
言
っ
て
い
る

が
、
実
際
は
ど
う
な
の
か
と

疑
問
を
感
じ
て
い
る
。

Ａ
さ
ん　

今
年
度
、
誰
が
モ

ニ
タ
ー
に
な
っ
て
い
る
か
今

日
初
め
て
知
っ
た
。
モ
ニ
タ

ー
会
議
を
７
月
頃
に
開
催
し

て
い
た
だ
き
、
課
題
等
を
明

ら
か
に
し
、
そ
の
後
、
２
回

程
度
の
会
議
を
開
催
し
て
も

ら
い
た
い
。
モ
ニ
タ
ー
同
士

で
話
し
合
う
こ
と
も
あ
る
。

そ
の
他
、
早
い
段
階
で
評
価

を
行
い
、
サ
ポ
ー
タ
ー
の
意

見
を
聴
き
な
が
ら
一
緒
に
論

議
を
し
た
い
。
議
会
が
、
町

民
に
丸
投
げ
せ
ず
、
責
任
を

持
っ
て
見
直
し
原
案
を
作
成

す
る
こ
と
は
正
し
い
と
思
う

が
、
原
案
作
成
ま
で
に
い
ろ

い
ろ
な
形
で
町
民
意
見
を
聴

い
て
い
く
の
が
条
例
の
主
旨

で
あ
る
。

Ｃ
さ
ん　

地
方
自
治
法
や
公

職
選
挙
法
の
規
定
の
中
で
、

ま
た
大
変
な
時
に
議
員
に
な

ら
れ
て
い
る
の
に
、
モ
ニ
タ

ー
や
サ
ポ
ー
タ
ー
の
活
動
に

よ
っ
て
、
議
員
自
体
の
活
動

が
制
約
を
受
け
る
こ
と
に
な

ら
な
い
の
か
気
掛
か
り
で
あ

る
。
信
託
、
付
託
し
て
い
る

以
上
、
そ
う
い
う
意
見
に
左

右
さ
れ
ず
、
議
会
（
議
員
）

と
し
て
独
自
の
意
見
を
ま
と

め
る
方
が
良
い
の
は
な
い

か
。
条
例
の
見
直
し
は
、
し

っ
か
り
と
制
約
を
受
け
て
い

る
段
階
が
あ
る
の
で
、
公
表

し
て
い
る
部
分
も
あ
り
、
評

価
さ
れ
て
い
る
部
分
は
、
そ

の
と
お
り
と
思
う
。

も
う
一
つ
は
、
反
問
権
が
あ

る
が
、
住
民
の
１
０
０
０
人

に
１
人
の
付
託
を
受
け
、
町

か
ら
反
問
さ
れ
た
時
、
縛
り

が
多
く
て
答
え
に
く
い
の
で

は
な
い
か
と
思
う
。

■
会
議
主
旨
説
明

栗
山
町
議
会
基
本
条
例
第
26

条
で
は
、
一
般
選
挙
を
経
た

任
期
開
始
後
、
で
き
る
だ
け

速
や
か
に
、
こ
の
条
例
の
目

的
が
達
成
さ
れ
て
い
る
か
ど

う
か
を
検
討
す
る
こ
と
と
な

っ
て
い
る
。
こ
の
た
め
議
会

改
革
推
進
会
議
に
お
い
て
、

議
会
基
本
条
例
見
直
し
の
ス

ケ
ジ
ュ
ー
ル
を
決
定
し
た
。

◆
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

町
民
・
議
会
モ
ニ
タ
ー
・
議

員
に
よ
る
評
価

評
価
・
意
見
を
参
考
に
条
例

の
見
直
し
（
案
）
作
成

議
会
モ
ニ
タ
ー
・
サ
ポ
ー
タ

ー
よ
り
見
直
し
（
案
）
に
対

し
て
意
見
聴
取

６
月
議
会
定
例
会
へ
改
正
条

例
を
上
程
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Ｃ
さ
ん　

地
方
自
治
法
や
公

職
選
挙
法
の
規
定
の
中
で
、

ま
た
大
変
な
時
に
議
員
に
な

ら
れ
て
い
る
の
に
、
モ
ニ
タ

ー
や
サ
ポ
ー
タ
ー
の
活
動
に

よ
っ
て
、
議
員
自
体
の
活
動

が
制
約
を
受
け
る
こ
と
に
な

ら
な
い
の
か
気
掛
か
り
で
あ

る
。
信
託
、
付
託
し
て
い
る

以
上
、
そ
う
い
う
意
見
に
左

右
さ
れ
ず
、
議
会
（
議
員
）

と
し
て
独
自
の
意
見
を
ま
と

め
る
方
が
良
い
の
は
な
い

か
。
条
例
の
見
直
し
は
、
し

っ
か
り
と
制
約
を
受
け
て
い

る
段
階
が
あ
る
の
で
、
公
表

し
て
い
る
部
分
も
あ
り
、
評

価
さ
れ
て
い
る
部
分
は
、
そ

の
と
お
り
と
思
う
。

も
う
一
つ
は
、
反
問
権
が
あ

る
が
、
住
民
の
１
０
０
０
人

に
１
人
の
付
託
を
受
け
、
町

か
ら
反
問
さ
れ
た
時
、
縛
り

が
多
く
て
答
え
に
く
い
の
で

は
な
い
か
と
思
う
。

こ
の
用
紙
を
コ
ピ
ー
ま
た
は
Ｆ
Ａ
Ｘ
送
信
用
と
し
て
ご
使
用
く
だ
さ
い
。

結
果
の
公
表

内
容
を
整
理
し
た
う
え
で
、

議
会
事
務
局
窓
口
、
議
会
だ

よ
り
、
議
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

で
公
表
し
ま
す
。
な
お
、
ご

意
見
に
対
す
る
個
別
の
回
答

は
で
き
ま
せ
ん
の
で
ご
了
承

く
だ
さ
い
。

注
意
事
項

▼
電
話
や
窓
口
で
の
口
頭
に

よ
る
ご
意
見
は
、
受
け
付
け

で
き
ま
せ
ん
。

▼
住
所
、
氏
名
、
連
絡
先
が

な
い
場
合
は
、
受
け
付
け
で

き
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。 

▼
個
人
情
報
は
、
公
表
し
ま

せ
ん
。
ま
た
、
目
的
以
外
に

は
使
用
し
ま
せ
ん
。 

▼
い
た
だ
い
た
書
面
は
返
却

で
き
ま
せ
ん
。 

問
い
合
わ
せ
先

栗
山
町
議
会
事
務
局  

☎ 

73 

７
５
１
７

※
次
ペ
ー
ジ
以
降
に
栗
山
町

議
会
基
本
条
例
を
掲
載
し
て

あ
り
ま
す
の
で
、
ご
参
照
く

だ
さ
い
。

募
集
対
象 

▼
町
内
に
住
所
を
有
す
る
方

▼
町
内
に
事
務
所
、
事
業
所

を
有
す
る
又
は
町
内
に
勤
務

さ
れ
て
い
る
方

▼
町
内
の
学
校
に
在
学
し
て

い
る
方

募
集
期
間 

２
月
１
日
（
月
）
か
ら
２
月

15
日
（
月
） 

ま
で

募
集
方
法

住
所
、
氏
名
、
電
話
番
号
、

職
業
及
び
意
見
等
を
明
記

し
（
下
記
の
様
式
を
利
用

ま
た
は
参
照
）、
議
会
事
務

局
ま
で
持
参
ま
た
は
郵
送
、

フ
ァ
ッ
ク
ス
、
Ｅ
メ
ー
ル
で

ご
提
出
下
さ
い
。

▼
送
付
先

〒
０
６
９
‐
１
５
１
２ 
 

栗
山
町
松
風
３
丁
目

２
５
２
番
地　

栗
山
町
役
場

議
会
事
務
局
宛

▼
Ｆ
Ａ
Ｘ 

72
１
２
３
３

▼
Ｅ
メ
ー
ル

gikai-jim
ukyoku@

tow
n.

kuriyam
a.hokkaido.jp
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見直し！
議会基本条例

あなたの声を
　お聞かせください！
議会基本条例の規定により条例の見直し作業開始

条
例
の
見
直
し
を
進
め
る
に
当
た
り
、
議
会
基

本
条
例
や
議
会
運
営
等
に
つ
い
て
、
広
く
町
民

の
皆
さ
ん
か
ら
評
価
・
ご
意
見
を
募
集
し
ま
す
。



栗山町議会基本条例

 　　　第１章　目的
　（目的）
第１条　この条例は、分権と自治の時代にふさわしい、町民に身近な政府としての議会及び議員の活動の活性化と充実のために必要な、
　議会運営の基本事項を定めることによって、町政の情報公開と町民参加を基本にした、栗山町の持続的で豊かなまちづくりの実現に
　寄与することを目的とする。
　　第２章　議会・議員の活動原則
　（議会の活動原則）　　　　　　　
第２条　議会は、町民主権を基礎とする町民の代表機関であることを常に自覚し、公正性、透明性、信頼性を重んじた町民に開かれた
　議会及び町民参加を不断に推進する議会を目指して活動する。
２　議会は、正副議長の選出に当たり、本会議においてそれぞれの職を志願する者に対して所信を表明する機会を設け、その選出の過
　程を町民に明らかにしなければならない。
３　議会は、議会が、議員、町長、町民等の交流と自由な討論の広場であるとの認識に立って、その実現のために、この条例に規定す
　るもののほか、この条例をふまえて別に定める栗山町議会会議規則（昭和６３年規則第１号）の内容を継続的に見直すものとする。
４　議長は、別に定める栗山町議会傍聴規則（平成２０年規則第１号）に定める町民の傍聴に関し、傍聴者の求めに応じて議案の審議
　に用いる資料等を提供するなど、町民の傍聴の意欲を高める議会運営に努める。
５　議会は、会議を定刻に開催するものとし、会議を休憩する場合には、その理由及び再開の時刻を傍聴者に説明するよう努める。
　（議員の活動原則）
第３条　議員は、議会が言論の府であること及び合議制の機関であることを十分に認識し、議員相互間の自由な討議の推進を重んじな
　ければならない。
２　議員は、町政の課題全般について、課題別及び地域別等の町民の意見を的確に把握するとともに、自己の能力を高める不断の研さ
　んによって、町民の信託に応える活動をするものとする。
３　議員は、個別的な事案の解決だけでなく、町民全体の福祉の向上を目指して活動しなければならない。
　　　第３章　町民と議会の関係
　（町民参加及び町民との連携）　　　　
第４条　議会は、議会の活動に関する情報公開を徹底するとともに、町民に対する説明責任を十分に果たさなければならない。
２　議会は、本会議のほか、常任委員会、特別委員会を原則公開するとともに、議会主催の一般会議を設置するなど、会期中又は閉会
　中を問わず、町民が議会の活動に参加できるような措置を講じるものとする。
３　議会は、本会議、常任委員会、特別委員会等の運営に当たり、参考人制度及び公聴会制度を十分に活用して、町民の専門的又は政
　策的識見等を議会の討議に反映させるものとする。
４　議会は、請願及び陳情を町民による政策提案と位置づけるとともに、その審議においては、これら提案者の意見を聴く機会を設け
　なければならない。
５　議会は、町民、町民団体、ＮＰＯ等との意見交換の場を多様に設けて、議会及び議員の政策能力を強化するとともに、政策提案の
　拡大を図るものとする。
６　議会は、重要な議案に対する各議員の態度を議会広報で公表する等、議員の活動に対して町民の評価が的確になされるよう情報の
　提供に努めるものとする。
７　議会は、議会モニターを設置し、町民から議会運営等に関する要望、提言その他の意見を聴取し、議会運営に反映させるものとする。
８　議会は、前７項の規定に関する実効性を高める方策として、全議員の出席のもとに町民に対する議会報告会を少なくとも年１回開
　催して、議会の説明責任を果たすとともに、これらの事項に関して町民の意見を聴取して議会運営の改善を図るものとする。
９　議会は、議会の権限に属する重要な議決事項につき、必要があると認めるときは、当該事項に関する十分な情報公開のもとに、町
　民による投票を行い、その結果を尊重して議決することができる。この場合において、町民による投票に関する実施の要領は、別に
　条例で定める。
　　　第４章　町長と議会の関係
　（町長等と議会及び議員の関係）
第５条　議会の本会議における議員と町長及び執行機関の職員（以下「町長等」という。）の質疑応答は、広く町政上の論点、争点を　
　明確にするため、一問一答の方式で行う。
２　議長から本会議及び常任委員会、特別委員会への出席を要請された町長等は、議員の質問に対して議長又は委員長の許可を得て反
　問することができる。
　（町長による政策等の形成過程の説明）
第６条　町長は、議会に計画、政策、施策、事業等（以下「政策等」という。）を提案するときは、政策等の水準を高めるため、次に　
掲げる政策等の決定過程を説明するよう努めなければならない。
　(1)　政策等の発生源
　(2)　検討した他の政策案等の内容
　(3)　他の自治体の類似する政策との比較検討
　(4)　総合計画における根拠又は位置づけ
　(5)　関係ある法令及び条例等
　(6)　政策等の実施にかかわる財源措置
　(7)　将来にわたる政策等のコスト計算
２　議会は、前項の政策等の提案を審議するに当たっては、それらの政策等の水準を高める観点から、立案、執行における論点、争点
　を明らかにするとともに、執行後における政策評価に資する審議に努めるものとする。
　　（予算・決算における政策説明資料の作成）
第７条　町長は、予算案及び決算を議会に提出し、議会の審議に付すに当たっては、前条の規定に準じて、分かりやすい施策別又は事
　業別の政策説明資料を作成するよう努めるものとする。
　（法律第９６条第２項の議決事項）
第８条　法律第９６条第２項の議会の議決事項については、代表機関である議会が、町政における重要な計画等の決定に参画する観点
　と同じく代表機関である町長の政策執行上の必要性を比較考量のうえ、次のとおり定めるものとする。
　(1)　栗山町における総合的かつ計画的な行政の運営を図るための基本構想及び総合計画
　(2)　栗山町都市計画マスタープラン
　(3)　栗山町住生活基本計画
　(4)　栗山町高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画
　(5)　栗山町子ども・子育て支援事業計画
　　　第５章　自由討議の拡大
　（自由討議による合意形成）
第９条　議会は、議員による討論の広場であることを十分に認識し、議長は、町長等に対する本会議等への出席要請を必要最小限にと
　どめ、議員相互間の討議を中心に運営しなければならない。
２　議会は、本会議、常任委員会、特別委員会等において、議員提出議案、町長提出議案及び町民提案等に関して審議し結論を出す場合、
　議員相互間の自由討議により議論を尽くして合意形成に努めるとともに、町民に対する説明責任を十分に果たさなければならない。
３　議員は、前２項による議員相互間の自由討議を拡大するため、政策、条例、意見等の議案の提出を積極的に行うよう努めるものと
　する。
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第６章　政務活動費
　（政務活動費の交付、公開、報告）
第 10 条　政務活動費は、議員による政策研究、政策提言等が確実に実行されるよう、別に定める栗山町議会政務活動費の交付に関す
　る条例（平成１４年条例第４１号）に基づき議員個人に対して交付するものとする。
２　政務活動費の交付を受けた議員は、公正性、透明性等の観点に加え、その支出根拠が議会の議決事項である予算に依拠することか
　ら、　町民等から疑義が生じないよう、議長に対して証票類を添付した報告書を提出するとともに、１年に１回以上、政務活動費によ
　る活動状況を町民に報告しなければならない。
　　　第７章　議会改革の推進
　（議会改革推進会議）
第 11 条　議会は、議会改革に継続的に取り組むため、議員で構成する議会改革推進会議を設置する。
２　議会は、必要があると認めるときは、前項の議会改革推進会議に学識経験を有する者等を構成員として加えることができる。
　（交流及び連携の推進）
第 12 条　議会は、他の自治体の議会との交流及び連携を推進するため、独自に又は共同して、分権時代にふさわしい議会の在り方に
　ついての調査研究等を行うものとする。　
　（議会モニターの設置）
第 13 条　議会は、円滑かつ民主的な議会運営等を推進するため、議会モニターを設置するものとする。
２　前項の議会モニターに関し必要な事項は、議長が別に定める。
　　第８章　議会・議会事務局の体制整備
　（委員会等の適切な運営及び一般会議の設置）
第 14 条　議会は、社会、経済情勢等により新たに生じる行政課題に適切かつ迅速に対応するため、常任委員会、特別委員会等の適切
　な運営により機動力を高めなければならない。
２　議会は、法律により活動が制限されている常任委員会、特別委員会等の制約をこえて、町政の諸課題に柔軟に対処するため、町政
　全般にわたって、議員及び町民が自由に情報及び意見を交換する一般会議を設置するものとする。
　（調査機関の設置）
第 15 条　議会は、町政の課題に関する調査のための必要があると認めるときは、議決により、学識経験を有する者等で構成する調査
　機関を設置することができる。
２　議会は、必要があると認めるときは、前項の調査機関に議員を構成員として加えることができる。
３　第１項の調査機関に関し必要な事項は、議長が別に定める。

（議会サポーターの協力）
第 16 条　議会及び議会事務局は、広く英知を結集して活動をするため、町内外から自主的な協力者（以下「議会サポーター」という。）
　を募り、その協力を得ることができる。
２　議会サポーターの氏名は公開し、その協力活動は原則として無償とする。
３　前２項のほか、議会サポーターに関し必要な事項は、議長が別に定める。
　（議会図書室の設置、公開）
第 17 条　議会は、議会図書室を設置するとともに、これを議員のみならず、町民、町職員の利用に供するものとする。
　（議会事務局の体制整備）　　
第 18 条　議会は、議会及び議員の政策形成・立案機能を高めるため、議会事務局の調査・法務機能を積極的に強化する。なお、当分の間は、
　執行機関の法務機能の活用、職員の併任等を考慮するものとする。
　（議員研修の充実強化）
第 19 条　議会は、議員の政策形成及び立案能力の向上等を図るため、議員研修の充実強化を図り、この条例の理念を議員に浸透させ
　るよう努めるものとする。
２　議会は、議員研修の充実強化に当たり、広く各分野の専門家、町民各層等との議員研究会を積極的に開催するものとする。
　（議会広報の充実）
第 20 条　議会は、町政に係る重要な情報を、議会独自の視点から、常に町民に対して周知するよう努めるものとする。
２　議会は、情報技術の発達をふまえた多様な広報手段を活用することにより、多くの町民が議会と町政に関心を持つよう議会広報活
　動に努めるものとする。
　　　第９章　議員の身分・待遇、政治倫理
　（議員定数）
第 21 条　議員定数は、別に条例で定める。
２　議員定数の改正に当たっては、行財政改革の視点だけでなく、町政の現状と課題、将来の予測と展望を十分に考慮するとともに、　
　議員活動の評価等に関して町民の意見を聴取するため、参考人制度及び公聴会制度を十分に活用するものとする。
３　議員定数の条例改正案は、法律第７４条第１項の規定による町民の直接請求があった場合を除き、改正理由の説明を付して必ず議
　員が提案するものとする。
　（議員報酬）
第 22 条　議員報酬は、別に条例で定める。
２　議員報酬の改正に当たっては、行財政改革の視点だけではなく、町政の現状と課題、将来の予測と展望を十分に考慮するとともに、
　議員活動の評価等に関して町民の意見を聴取するため、参考人制度及び公聴会制度を十分に活用するものとする。
３　議員報酬の条例改正案は、法律第７４条第１項の規定による町民の直接請求があった場合を除き、改正理由の説明を付して必ず議
　員が提案するものとする。
　（議員の政治倫理）
第 23 条　議員は、町民全体の代表者としてその倫理性を常に自覚し、自己の地位に基づく影響力を不正に行使することによって、町
　民の疑惑を招くことのないよう行動しなければならない。
２　前項にる議員の政治倫理に関する事項は、栗山町議会議員政治理条（平成年２６条例第４１号）で定める。
　　　第１０最高規範性及び見直手続
　（最高規範性）
第 24 条　この条例は、議会運営における最高規範であって、議会は、この条例に違反する議会の条例、規則、規程等を制定してはならない。
２　議会は、議会に関する日本国憲法、法律及び他の法令等の条項を解釈し、運用する場合においても、この条に照らして判断しなけ
　ればならない。
　（議会及び議員の責務）
第 25 条　議会及び議員は、この条例に定める理念及び原則並びにこれら基づいて制定される条例、規則、規程等を守して議会を運営し、
　もって町民を代表する合議制の機関として、町民に対する責任を果たさなければならない。
　（見直し手続）
第 26 条　議は、一般選挙を経た任期開始後、できるだけ速やかに、この条例の目的が達成されているかどうかを議会運委員会におい
　て検討するものとする。
２　議会は、前項による検討の結果、制度の改善が必要な場合は、この条例の改正を含めて適切な措置を講じるものとする。
３　議会は、この条例を改正する場合には、全議員の賛同する改正案であっても、本会議において、改正の理由及び背景を詳しく説明
　しなければならない。
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「御園みどりの会の活動を通して」
                             岩崎　英

ひでのり

伯 さん（御園） 

　私の住んでいる御園第一農事組合では、私が学校を卒業して
就農したのを最後に１５年以上もの間、新規の後継者がいない
という状態が続いていました。ところが最近、家業の農業を自
らの意志で継ぐ若者たちが増えてきました。また、新規就農の
若者たちが新たに御園の一員に加わってくれました。
　30 年前に比べると多くの作物等が栽培されるようになり、
米、麦、馬鈴薯、大豆、メロン、トマトに加え四季成りイチゴ、
立茎アスパラガス、酒造好適米や肉牛等々、農畜産物としての
販売加工形態も多様化してきました。
　そんな御園に集った若者たちで「御園みどりの会」を発足し
ました。
　まずはお互いを知ること、そして御園→栗山→北海道→日本
→世界を知ること、そこで得た知識と活力を活かして、地域ひ
いては世界に貢献することなどを目標に掲げ、昨年は、警察署
からいただいた詐欺防止などのチラシを御園の各戸に配布、育
成会と合同で町内一斉清掃に参加し御園地域のゴミ拾い、最新
型ＧＰＳ搭載トラクターの実演講習、講師を招いての講演会（話
題はＴＰＰ・町内自治活動・ふるさと納税など多岐にわたり活
発な質疑応答がなされました。）、さらに年末には、御園産のそ
ばやお米を使用した手打ちそばやおにぎりを御園の皆さんに食
べていただくイベントなどを開催いたしました。
　与えられたものをただこなすのではなく、自ら楽しんで自発
的に行動することをモットーに活動しております。「御園みど
りの会」の活動が、地域活性化の一助となり、農業が未来ある
産業であるよう、私も日々努力を重ねていきたいと思っていま
す。
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議会の予定

くりやまぎかいだより№ 146

議会の予定は変更になる場合がありま
す。議会事務局または議会ホームペー
ジでご確認ください。

　　　　は議会活動に触れる最も
身近な方法です。皆さんの選んだ議
員の活動や町政の方針などを、ぜひ
ご覧ください。会議当日の受付で傍
聴できますので、役場旧庁舎３階の
傍聴席入口までお越しください。

傍聴
議会に行こう！

３月定例会の開会日

月　　 日～２３

2016 年 2 月１日発行

2 月 1 日（月） 第 1回臨時会

15 日（月） 南空知葬斎組合議会定例会

16 日（火） 道央廃棄物処理組合議会
定例会

18 日（木） 議員研修会
（夕張市議会合同）

22 日（月） 南空知ふるさと市町村圏
組合議会定例会

23 日（火） 南空知消防組合議会定例会

空知教育センター組合議会
定例会
議員研修会

29 日（月） 議会運営委員会

3月 2日（水） 第 2回定例会

議会ホームページＱＲコード


